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解　
　

題

（
一
）
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 

十
一
巻
』
の
伝
来
・
成
巻
・
翻
刻
状
況

　

高
野
山
西
院
谷
に
所
在
す
る
西
南
院
は
、
高
野
山
内
で
も
、
と
く
に
貴
重
な
文
化

財
を
所
蔵
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
西
南
院
は
、
中
世
で
は
摂
関
九
条
家
（
の
ち
一

条
家
）
の
祈
願
所
で
あ
っ
た
平
等
心
院
と
一
体
の
関
係
を
持
ち
、
近
世
に
は
豊
後
岡

藩
主
で
あ
っ
た
中
川
家
の
菩
提
寺
と
し
て
尊
崇
を
受
け
た
。

　
『
西
南
院
文
書
』
は
、
高
野
山
の
子
院
に
伝
来
し
た
史
料
群
の
中
で
も
、
と
く
に

中
世
前
期
に
遡
る
文
書
・
記
録
・
聖
教
を
多
数
含
ん
で
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。『
西

南
院
文
書
』
が
今
日
に
伝
わ
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
院
内
の
経
蔵
で
丁
重
に
保
管
さ

れ
た
こ
と
が
大
き
い
。
こ
の
経
蔵
は
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
六
月
に
徳
川
家
康

の
援
助
を
受
け
て
、
当
時
の
院
主
で
あ
っ
た
良
尊
が
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
良
尊

よ
り
後
の
歴
代
院
主
も
、
文
書
や
聖
教
の
保
存
に
心
を
配
っ
た
。

　
『
西
南
院
文
書
』
は
、
西
南
院
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
根
本
と
な
る
史
料
で
あ
り
、

早
く
『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
院
宣
古
遺
状
古
証
文
等
写
」（「
続
真
言

宗
全
書
」第
三
五
巻
）に
そ
の
一
部
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、『
紀
伊
続
風
土
記
』

高
野
山
之
部 

巻
之
十
二 

寺
家
之
二
「
西
院
谷
堂
社
院
家
」
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

近
代
に
入
る
と
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
よ
っ
て
主
要
文
書
四
四
点
の
影
写
本

が
作
成
さ
れ
、こ
れ
が
学
界
に『
西
南
院
文
書
』の
存
在
を
認
知
さ
せ
る
契
機
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
戦
後
の
一
九
五
九
年
に
お
け
る
調
査
の
結
果
、
多
く
の
新
出
文
書
・

記
録
・
聖
教
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
は
、
一
九
五
八
年
度
か
ら
五
年
間
実
施
さ

れ
た
、
高
野
山
文
化
財
総
合
調
査
の
一
環
で
あ
る
。
こ
の
総
合
調
査
は
、
山
上
に
所

在
す
る
各
子
院
で
重
要
な
発
見
が
相
次
い
だ
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

　

右
の
調
査
成
果
を
う
け
て
、
と
く
に
史
料
的
価
値
の
高
い
文
書
・
記
録
・
聖
教
が

選
び
出
さ
れ
、
既
知
の
文
書
群
と
合
せ
て
、
全
十
一
巻
に
編
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、

一
九
五
九
年
十
二
月
十
八
日
に
、『
西
南
院
文
書 

十
一
巻
』
の
名
称
で
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
、
ま
も
な
く
修
復
・
改
装
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

　
　

第
一
巻
～
第 

七
巻　

中
世
・
近
世
文
書
（
第
一
巻
・
十
一
通
、
第
二
巻
・
二
十

三
通
、
第
三
巻
・
九
通
、
第
四
巻
・
十
一
通
、
第
五
巻
・
十
三
通
、

第
六
巻
・
十
四
通
、
第
七
巻
・
十
二
通
）

　
　

第 
八 

巻 　
『
平
等
心
院
寺
中
知
行
注
文
』（
貞
応
二
年
［
一
二
二
三
］）

　
　

第 
九 
巻 　
『
元
応
二
年
大
塔
供
養
記
録
』（
鎌
倉
時
代
写
）

　
　

第 

十 
巻 　
『
寛
治
二
年
高
野
御
幸
記
』（
鎌
倉
時
代
写
）

　
　

第
十
一
巻　
『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』（
正
治
元
年
［
一
一
九
九
］）

　

以
上
の
諸
巻
の
う
ち
、
厳
密
な
意
味
で
古
文
書
と
言
え
る
の
は
、
第
一
巻
か
ら
第

（
１
）

（
２
）

（
一
三
二
〇
）

（
一
〇
八
八
）

史
料
紹
介重

要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
一
巻
～
第
三
巻

坂　
　

口　
　

太　
　

郎

藤　
　

本　
　

孝　
　

一
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八
巻
ま
で
で
あ
り
、
第
九
巻
と
第
十
巻
は
古
記
録
、
第
十
一
巻
は
聖
教
の
範
疇
に
属

す
る
。
各
巻
の
所
収
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
稿
付
載
の
「
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文

書 

十
一
巻
』
所
収
文
書
・
記
録
・
聖
教
一
覧
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
、
原
本

調
査
で
得
た
知
見
を
踏
ま
え
て
、
各
巻
の
成
巻
お
よ
び
改
装
の
時
期
に
つ
い
て
触
れ

て
お
く
。

　

古
文
書
の
う
ち
、
第
一
巻
と
第
二
巻
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
近
世
の
段
階
で
成
巻

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
南
院
の
寺
蔵
文
書
に
、
両
巻
の
所
収
文
書

を
、
ほ
ぼ
同
じ
配
列
で
書
写
し
た
巻
子
装
の
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き

る
。
現
在
、
第
一
巻
の
表
紙
に
は
、「
四
条
院
嘉
禎
元
年
十
二
月
晦
日
太
政
官
牒
」
と

記
さ
れ
た
外
題
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
近
世
に
付
け
ら
れ
て
い
た
表
紙
の
題

字
を
、
重
文
指
定
後
の
改
装
の
際
に
転
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
八
巻
に

つ
い
て
も
、
そ
の
表
紙
に
、「
西
南
院
寺
中
知
行
支
配
」
と
記
さ
れ
た
外
題
が
貼
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
も
第
一
巻
と
同
様
に
、
近
世
に
付
け
ら
れ
て
い
た
表
紙
の
題
字
を

転
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
第
一
巻
・
第
二
巻
・
第
八
巻
の
三
巻
は
、
西
南
院
の
伝
来
文
書
の

中
で
重
視
さ
れ
、
早
く
か
ら
成
巻
さ
れ
て
い
た
。
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
十
月

に
、
一
無
軒
道
冶
が
著
し
た
『
高
野
山
通
念
集
』（「
古
板
地
誌
叢
書
」
第
五
巻
～
第

七
巻
）
は
、
近
世
高
野
山
に
関
す
る
地
誌
と
し
て
先
駆
的
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
巻
八
の
「
西
南
院
」
の
項
で
、
第
一
巻
・
第
二
巻
に
所
収
さ
れ
た

文
書
に
基
づ
い
て
、
西
南
院
お
よ
び
平
等
心
院
の
寺
史
を
略
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

第
一
巻
・
第
二
巻
の
成
巻
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
近
世
前
期
の
段
階
で

両
巻
が
す
で
に
成
巻
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。な
お
、『
高
野
山
通
念
集
』が『
西

南
院
文
書
』
を
用
い
た
の
は
、
近
世
に
お
け
る
高
野
山
史
研
究
で
古
文
書
が
利
用
さ

れ
た
早
期
の
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
第
三
巻
か
ら
第
七
巻
ま
で
の
五
巻
は
、
そ
の
所
収
文
書
の
一
部
が
『
金
剛

峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
院
宣
古
遺
状
古
証
文
等
写
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

成
巻
の
時
期
は
、
い
ず
れ
も
重
文
指
定
時
に
降
る
よ
う
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
度
の

高
野
山
文
化
財
総
合
調
査
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
『
西
南
院
調
査
目
録
』
を
確
認

す
る
と
、
右
の
五
巻
に
所
収
さ
れ
た
文
書
は
、
現
状
と
異
な
る
配
列
で
著
録
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
中
か
ら
、
と
く
に
貴
重
な
内
容
を
持
つ
も
の
が
選
び
出
さ
れ
て
、

現
在
の
形
に
成
巻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
第
九
巻
か
ら
第
十
一
巻
ま
で
の
古
記
録
・
聖
教
の
三
巻
は
、
い
ず
れ
も
近
世

の
段
階
で
成
巻
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
九
巻
の
巻
頭
に
は
、「
大
塔
供
養

記
録　
　

西
南
院
宝
庫
」
と
記
さ
れ
た
一
紙
が
あ
り
、
こ
れ
は
近
世
に
付
け
ら
れ
た

表
紙
を
、
重
文
指
定
後
の
改
装
の
際
に
取
り
替
え
、
内
題
と
し
て
貼
り
込
ん
だ
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
十
巻
の
表
紙
に
は
、
紺
紙
に
朱
筆
で
「
寛
治
二
年
高
野

御
幸
記 

仝　
　

西
南
院
」
と
記
し
た
外
題
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
重
文
指
定

後
の
改
装
の
際
に
、
従
来
の
紺
表
紙
の
題
字
部
分
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
和
多

昭
夫
（
秀
乘
）
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
外
題
の
筆
者
は
、
近
世
末
期
に
西
南
院
の
院
主

を
つ
と
め
た
隆
快
で
あ
り
、
隆
快
が
第
十
巻
の
保
存
を
心
掛
け
、
表
紙
を
付
け
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　

隆
快
を
含
む
西
南
院
の
歴
代
院
主
が
文
書
・
記
録
・
聖
教
の
保
存
に
腐
心
し
た
事
実

は
、
と
く
に
第
十
一
巻
に
顕
著
に
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
巻
に
は
、「
高
野
山
先

哲
灌
頂
記
録　
　
　

 

坤
室
隆
快
」
と
記
し
た
外
題
が
表
紙
に
貼
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

は
先
の
第
十
巻
と
同
様
に
、
重
文
指
定
後
の
改
装
の
際
に
取
り
外
さ
れ
た
、
隆
快
に
よ

る
元
表
紙
の
題
字
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
巻
で
注
意
を
引
く
の
は
、
巻
頭
に
「
高

野
山
先
哲
灌
頂
記
録　

政
旻
」、
あ
る
い
は
「
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録

西
南
院
賢
雄
」

と
記
さ
れ
た
二
紙
が
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
紙
は
、
い
ず
れ
も

左
側
面
に
八
双
の
痕
跡
と
見
る
べ
き
縦
の
糊
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
来
は
表
紙
の

役
割
を
果
た
し
た
時
期
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
十
一
巻
は
、
近

世
に
お
い
て
、
表
紙
が
三
度
に
わ
た
っ
て
改
装
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
十
一
巻
の
『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』
は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に

（
３
）

西
南
院

（
４
）

（
５
）

（
６
）元

応
年
中

（
７
）

土
御
門
院
正
治
元
年
記

平
等
心
院

土
御
門
院
正
治
元
年
記
六
百
六
十
年
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か
け
て
の
高
野
山
で
行
な
わ
れ
た
、
伝
法
灌
頂
の
記
録
と
し
て
貴
重
な
価
値
を
有
す

る
。
お
の
ず
と
、
西
南
院
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
機
会
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

こ
れ
が
三
度
に
及
ぶ
改
装
が
行
な
わ
れ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
内
題
に
名
前
を
と
ど
め

る
政
旻
と
賢
雄
は
、
と
も
に
近
世
初
頭
の
西
南
院
院
主
で
あ
っ
た
。
政
旻
は
、
元
和

四
年
（
一
六
一
八
）
か
ら
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
ま
で
院
主
を
つ
と
め
、
ま
た
賢

雄
は
寛
永
八
年
か
ら
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
ま
で
院
主
を
つ
と
め
た
（『
金
剛
峯

寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。
隆
快
に
先
立
っ
て
、
政
旻
と
賢
雄
が

と
も
に
表
紙
を
付
け
た
事
実
は
、第
十
一
巻
が
西
南
院
に
伝
来
し
た
聖
教
の
な
か
で
、

早
く
か
ら
重
書
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
事
実
を
示
唆
す
る
。

　

次
に
、
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 
十
一
巻
』
の
翻
刻
状
況
に
つ
い
て
触
れ
て

お
く
。

　

ま
ず
、
古
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
一
巻
か
ら
第
六
巻
ま
で
に
収
録
さ
れ
た
文
書
の

一
部
（
四
十
一
通
）
が
、
高
野
山
史
編
纂
所
（
中
田
法
寿
）
編
『
高
野
山
文
書
』
第

六
巻 

旧
学
侶
方
一
派
文
書
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
は
、現
在
の
と
こ
ろ
、『
西

南
院
文
書
』
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
唯
一
の
翻
刻
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
鎌
倉
時
代
に

属
す
る
文
書
の
大
半
に
つ
い
て
は
、
第
八
巻
『
平
等
心
院
寺
中
知
行
注
文
』
と
と
も

に
、『
鎌
倉
遺
文
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
七
巻
に
つ
い
て
は
、
備
前

福
生
寺
（
西
南
院
末
寺
）
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
が
多
い
こ
と
か
ら
、
藤
井
駿
・
水
野

恭
一
郎
共
編
『
岡
山
県
古
文
書
集
』
第
四
輯
に
、「
備
前 

福
生
寺
関
係
文
書
」
と
し

て
十
二
通
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
古
記
録
・
聖
教
に
つ
い
て
は
、
第
十
巻
『
寛
治
二
年
高
野
御
幸
記
』
が
、

和
多
昭
夫
（
秀
乘
）
氏
に
よ
っ
て
翻
刻
さ
れ
、「
増
補
続
史
料
大
成
」
第
一
八
巻
や
、

五
来
重
編
『
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
三 

高
野
山
と
真
言
密
教
の
研
究
』
に
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
十
一
巻
『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』
は
、「
続
真
言
宗
全
書
」

第
四
一
巻 

史
伝
部
（
八
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 

十
一
巻
』
は
、
そ
の
過
半
が
翻
刻

さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
個
々
の
研
究
者
の
関
心
に
基
づ
く
個
別
的
な
紹
介
で
あ

り
、
分
散
的
で
あ
る
点
に
憾
み
を
残
す
。
ま
た
、
す
で
に
翻
刻
が
備
わ
る
巻
に
つ
い

て
も
、
補
訂
や
文
書
名
の
再
考
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
第

一
巻
と
第
二
巻
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
文
書
に
字
損
が
あ
る
が
、
西
南
院
の
寺
蔵
文

書
に
含
ま
れ
る
「
平
等
心
院
太
政
官
牒
并
　

院
宣
写
本

　
　

」
一
巻
や
「
平
等
心
院
供
養
料

文
書
（
仮
題
）」
一
巻
（
近
世
書
写
。
と
も
に
第
五
九
函
）
な
ど
の
写
本
を
用
い
る

こ
と
で
、
損
傷
が
発
生
す
る
以
前
の
原
文
を
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
加
え

て
、
第
一
巻
と
第
二
巻
で
は
、
一
部
の
文
書
に
追
而
書
の
錯
簡
が
生
じ
て
お
り
、
こ

れ
が
原
因
で
既
往
の
翻
刻
に
も
配
列
に
妥
当
性
を
欠
く
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
原

本
に
基
づ
い
て
訂
正
を
加
え
る
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な
翻
刻
を
提
供
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
第
三
巻
か
ら
第
六
巻
の
諸
巻
に
つ
い
て
は
未
紹
介
の
文
書
が
多
い
上
、

第
九
巻
『
元
応
二
年
大
塔
供
養
記
録
』
も
、
高
野
山
史
の
史
料
と
し
て
貴
重
な
価
値

を
持
ち
な
が
ら
、
翻
刻
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
第
十
巻
『
寛
治
二
年
高
野
御
幸
記
』

に
つ
い
て
は
、
既
往
の
翻
刻
三
種
と
も
に
、
誤
読
や
校
訂
の
不
備
が
目
立
つ
た
め
、

同
記
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
『
扶
桑
略
記
』
や
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
な
ど
を
参

照
し
つ
つ
、
厳
密
な
校
訂
を
加
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 

十
一
巻
』
は
、
高
い
史
料
的
価
値
を

有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
全
貌
が
い
ま
だ
十
全
な
形
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い

な
い
。ゆ
え
に
、既
翻
刻
分
の
訂
正
作
業
を
含
め
て
、全
体
に
わ
た
る
厳
密
な
翻
刻
・

校
訂
を
行
な
う
意
義
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

坂
口
は
、
二
〇
一
七
年
に
、
西
南
院
の
和
田
友
伸
師
よ
り
寺
史
調
査
の
依
頼
を
受

け
、
藤
本
ら
と
と
も
に
、
寺
蔵
文
書
・
聖
教
の
整
理
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。

あ
わ
せ
て
西
南
院
に
と
っ
て
根
本
史
料
と
な
る
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 

十
一

巻
』
に
つ
い
て
も
、
画
像
に
基
づ
き
翻
刻
作
業
を
開
始
し
た
。
翌
二
〇
一
八
年
に
は
、

「
高
野
山
西
南
院
文
書
の
調
査
・
研
究
―
高
野
山
伝
来
史
料
の
研
究
資
源
化
に
む
け

て
―
」
の
課
題
名
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
一
般
共
同
研
究
に
採
択
さ
れ
、
高

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
11
）



（　 ）　重要文化財『西南院文書』第一巻～第三巻（坂口・藤本）145

野
山
霊
宝
館
に
寄
託
中
の
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 

十
一
巻
』
の
原
本
調
査
も

実
施
し
た
。
本
稿
は
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
順

次
同
文
書
の
紹
介
を
進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　

な
お
、
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 

十
一
巻
』
は
、
一
九
六
九
年
に
西
南
院
が

火
災
に
逢
っ
た
際
、
第
三
巻
・
第
四
巻
・
第
六
巻
・
第
七
巻
の
計
四
巻
が
被
害
を

被
っ
た
。
た
だ
し
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
よ
っ
て
全
巻
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

に
撮
影
さ
れ
て
い
た
た
め
、
幸
い
に
火
災
に
見
舞
わ
れ
る
以
前
の
状
態
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
も
、
第
三
巻
の
翻
刻
に
あ
た
り
、
大
き
な
裨
益
を
受
け
た
。

（
二
）
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
一
巻
～
第
三
巻
の
概
要
と
考
察

　

次
に
、
本
稿
で
扱
う
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
の
概
要

を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
一
部
の
文
書
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
い
た
い
。
以

下
、
本
稿
で
紹
介
す
る
文
書
を
取
り
上
げ
る
際
は
、
文
書
番
号
を
付
記
す
る
。

　

第
一
巻
と
第
二
巻
は
、鎌
倉
時
代
に
西
南
院
の
敷
地
に
建
立
さ
れ
た
平
等
心
院
と
、

そ
の
寺
領
和
泉
国
大
泉
荘
に
関
す
る
文
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

平
等
心
院
は
、
摂
関
九
条
兼
実
の
母
方
の
伯
父
に
あ
た
る
信
助
（
太
皇
太
后
宮
大

進
藤
原
仲
光
の
子
息
）
が
建
立
し
た
寺
院
で
あ
る
。
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
十
二

月
三
十
日
付
「
太
政
官
牒
」（
第
一
号
）
に
よ
れ
ば
、
信
助
は
平
等
心
院
を
兼
実
に

寄
進
し
た
と
い
う
。
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）、
信
助
は
兼
実
に
対
し
て
、
成
覚
房
賢

性
に
平
等
心
院
の
房
舎
・
資
財
な
ど
を
附
属
す
る
こ
と
を
願
い
、
兼
実
は
「
御
教
書
」

（
第
三
三
号
）
を
以
て
賢
性
へ
の
附
属
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
「
御
教
書
」
に
は
、

平
等
心
院
を
中
宮
九
条
任
子
（
兼
実
の
娘
、
宜
秋
門
院
）
の
祈
願
所
と
す
る
こ
と
も

記
さ
れ
て
お
り
、
同
院
は
強
固
な
外
護
関
係
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
嘉
禎
元
年
十

二
月
に
は
、
朝
廷
よ
り
「
太
政
官
牒
」（
第
一
号
）
が
平
等
心
院
に
下
さ
れ
、
阿
闍

梨
二
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

賢
性
は
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
十
二
月
九
日
に
入
滅
す
る
（『
血
脈
中
院

　
　

』［「
続

真
言
宗
全
書
」
第
二
五
巻
］）
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
平
等
心
院
を
理
智
房
賢
定

に
譲
る
こ
と
を
、
九
条
道
家
（
兼
実
の
孫
）
と
宜
秋
門
院
に
「
書
状
」（
第
一
一
号
）

で
願
い
出
て
い
る
。
こ
れ
を
う
け
て
、
道
家
の
「
御
教
書
」（
第
一
七
号
）
と
宜
秋

門
院
の
「
令
旨
」（
第
一
三
号
）
が
下
さ
れ
、
賢
定
が
平
等
心
院
を
継
承
し
た
。

　

賢
性
の
「
書
状
」
に
は
、
平
等
心
院
の
仏
聖
米
と
し
て
、
和
泉
国
大
泉
荘
の
年
貢

か
ら
三
十
果
が
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
九
条
兼
実
の
北
政
所
で
あ
っ
た
藤
原

兼
子
の
墓
供
米
も
、
同
じ
大
泉
荘
の
年
貢
か
ら
十
二
果
が
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

見
え
る
。
大
泉
荘
は
、
兼
実
が
管
領
し
、
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
四
月
に
宜
秋
門

院
に
譲
ら
れ
た
九
条
家
領
の
荘
園
で
、
の
ち
に
そ
の
本
家
職
が
九
条
道
家
（
宜
秋
門

院
の
甥
）、
さ
ら
に
道
家
の
子
息
実
経
を
祖
と
す
る
一
条
家
に
継
承
さ
れ
た
。
な
お
、

「
書
状
」
に
よ
れ
ば
、
兼
実
の
菩
提
を
弔
う
護
摩
供
僧
一
口
も
設
置
さ
れ
、
こ
の
用

途
は
紀
伊
国
井
上
荘
の
所
当
で
ま
か
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
井
上
荘
も
九
条
家
領

で
あ
り
、
の
ち
に
道
家
か
ら
子
息
の
実
経
に
譲
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
も
、
平
等
心
院
の
相
伝
に
際
し
て
は
、
外
護
者
に
し
て
大
泉
荘
の
本
家
で

あ
っ
た
九
条
家
、
そ
し
て
一
条
家
の
当
主
の
安
堵
を
得
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
こ
と

が
、
第
一
巻
・
第
二
巻
所
収
の
各
文
書
に
よ
っ
て
う
か
が
え
る
。

　

第
三
巻
は
、
一
九
五
九
年
度
の
調
査
で
新
た
に
発
見
さ
れ
た
文
書
を
成
巻
し
て
い

る
。
そ
の
冒
頭
の
「
金
剛
峯
寺
西
南
院
敷
地
宛
行
状
」（
第
三
五
号
）
は
、
文
治
五

年
（
一
一
八
九
）
八
月
に
、
没
官
地
と
な
っ
た
三
宝
房
長
安
の
住
房
西
南
院
と
、
そ

の
近
辺
の
空
地
を
、
金
剛
峯
寺
が
大
進
律
師
信
助
に
宛
て
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
「
宛
行
状
」
は
、
西
南
院
に
関
す
る
確
実
な
初
見
と
し
て
見
逃
せ
な
い
。
信
助
が

西
南
院
の
敷
地
に
造
立
し
た
の
が
、
先
に
取
り
上
げ
た
平
等
心
院
で
あ
り
、
以
後
、

西
南
院
と
平
等
心
院
の
二
つ
の
名
称
が
こ
も
ご
も
行
な
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
第
三
巻
に
は
、
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
の
政
治
史
史
料
と
し
て
貴
重
な
価
値

を
有
す
る
文
書
が
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
、「
後
宇
多
法
皇
御
幸
供
奉
人
交
名
」（
第
三

八
号
）
は
、
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
の
後
宇
多
法
皇
に
よ
る
高
野
御
幸
に
つ
い
て

（
12
）

（
13
）

（
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）

（
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）

（
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）
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信
頼
で
き
る
文
書
で
あ
る
。
ま
た
、「
楠
木
正
儀
国
宣
」（
第
四
二
号
）
は
、
室
町
幕

府
に
降
伏
し
た
時
期
の
楠
木
正
儀
が
和
泉
国
主
の
座
に
あ
り
、
か
つ
同
国
の
守
護
で

も
あ
っ
た
徴
証
と
し
て
早
く
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
第
三
巻
に
は
、「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
尊
勝
仏
供
僧
職
補
任
状
」（
第
三
九

号
）
や
「
弘
賢
書
状
」（
第
四
〇
号
）
な
ど
、
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
関
係
文
書
も

あ
る
。
二
通
い
ず
れ
も
、
様
式
・
内
容
と
も
に
疑
う
余
地
は
な
い
が
、
高
野
山
や
西

南
院
の
寺
史
と
直
接
関
わ
ら
な
い
文
書
が
『
西
南
院
文
書
』
に
含
ま
れ
る
点
に
つ
い

て
は
、
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
背
景
を
穿
鑿
す
る
こ
と
は
、
近
世
以
来
、
西
南

院
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
由
緒
の
再
検
討
に
も
繋
が
る
の
で
、
詳
し
く
検
討
を
加
え
て

お
き
た
い
。

　

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
右
の
二
通
が
、
南
北
朝
・
室
町
時
代
の
真
言
僧
で
あ
っ
た

弘
賢
に
関
わ
る
内
容
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
弘
賢
は
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
六

月
に
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
別
当
と
な
り
、
応
永
十
七
年
（
一
四
一
〇
）
五
月
に
入
滅
す

る
ま
で
、
長
く
在
任
し
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
弘
賢
は
、
多
く
の
東
国
寺
社
の
別

当
職
を
も
兼
帯
し
て
権
勢
を
誇
り
、
そ
の
弟
子
た
ち
を
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
二
十
五
坊

の
供
僧
職
に
就
け
る
こ
と
で
、
鶴
岡
の
東
密
化
を
推
進
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

弘
賢
は「
西
南
院
」と
号
し
た
こ
と
か
ら
、『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』巻
六「
先

師
歴
代
写
」
で
は
、
弘
賢
を
高
野
山
西
南
院
主
の
一
代
と
し
、
第
十
三
世
定
成
と
第

十
四
世
定
秀
の
間
に
そ
の
伝
を
記
載
す
る
。
し
か
し
、
四
三
号
「
定
成
譲
状
」
に
よ

れ
ば
、
定
成
か
ら
定
秀
へ
の
院
家
の
相
伝
は
円
滑
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に

弘
賢
が
介
在
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。第
十
三
世
と
第
十
四
世
の
間
と
い
う
の
は
、

い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
弘
賢
が
号
し
た
「
西
南
院
」
は
鶴
岡
八
幡
宮

寺
の
坊
舎
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、『
析
負
輯
』
の
記
載
に
は
一
層
疑
問
が
持
た
れ
る
。

　

ま
た
、『
高
野
山
通
念
集
』
巻
八
「
西
南
院
」
の
項
で
は
、
弘
賢
と
西
南
院
の
関

係
に
つ
い
て
、「
永
和
の
比
、
弘
賢
僧
正
、
鎌
倉
の
西
南
院
と
申
を
兼
帯
し
給
ひ
き
。

高
徳
の
御
僧
に
て
、
公
武
両
家
の
帰
依
大
形
な
ら
ず
。
当
山
に
住
し
給
ふ
日
も
、
西

南
院
殿
と
よ
び
奉
り
し
に
よ
り
、
本
号
平
等
心
院
を
あ
ら
た
め
て
、
此
号
を
よ
び
来

れ
り
」
と
記
す
。
し
か
し
、
弘
賢
の
院
主
就
任
が
契
機
と
な
っ
て
、「
平
等
心
院
」

の
号
が
「
西
南
院
」
に
改
ま
っ
た
と
い
う
の
は
、
明
白
な
誤
認
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
八
月
付
「
金
剛
峯
寺
西
南
院
敷
地
宛
行
状
」（
第
三
五
号
）

に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
平
等
心
院
の
建
立
以
前
に
、
す
で
に
西
南
院
が
存
在
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
弘
賢
が
高
野
山
西
南
院
と
関
係
を
有
し
た
確
実
な
史

実
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

で
は
、
弘
賢
に
関
わ
る
文
書
二
通
が
、
西
南
院
に
入
っ
た
の
は
い
か
な
る
理
由
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
背
景
を
考
え
る
上
で
は
、
西
南
院
寺
蔵
文
書
の
第
七
〇
函
に
収
め

ら
れ
た
、
①
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
四
月
五
日
付
「
弘
賢
授
紹
賢
伝
法
灌
頂
印
信

紹
文
」
と
、
②
「
弘
賢
行
状
」（『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
』
の
抄
出
）
が
手
掛

か
り
と
な
る
。
ま
ず
、
①
の
包
紙
に
は
、
裏
側
に
近
世
初
期
の
西
南
院
主
で
あ
っ
た

良
尊
に
よ
る
筆
で
、
①
が
弘
賢
の
自
筆
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）

五
月
十
七
日
よ
り
江
戸
増
上
寺
で
行
な
わ
れ
た
、
徳
川
家
康
を
弔
う
葬
礼
に
出
席
す

る
た
め
、
良
尊
が
関
東
に
下
向
し
た
際
、
鎌
倉
雪
ノ
下
の
荘
厳
院
（
鶴
岡
二
十
五
坊

の
一
つ
）
に
て
こ
れ
を
感
得
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
も
、
元
和

二
年
六
月
初
日
に
、
荘
厳
院
に
お
い
て
写
し
た
と
い
う
良
尊
の
識
語
が
あ
る
。

　

①
と
②
で
興
味
深
い
の
は
、
良
尊
が
大
僧
正
の
極
官
に
昇
っ
た
弘
賢
の
名
誉
を
讃

え
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
の
包
紙
裏
書
で
は
「
西
南
院
之
一
代
、
大
僧

正
是
名
誉
也
」
と
記
し
、
②
の
識
語
で
も
「
大
僧
正
官
、
於
二
野
山
一
、
名
望
不
レ
過

レ
之
」
と
述
べ
る
。
管
見
の
限
り
、
弘
賢
を
高
野
山
西
南
院
に
結
び
付
け
た
の
は
、

こ
れ
ら
二
点
に
見
え
る
良
尊
の
記
載
が
嚆
矢
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
注
目
す
べ
き
は
、
当
時
の
鎌
倉
荘
厳
院
主
で
あ
っ
た

賢
融
の
存
在
で
あ
る
。
賢
融
は
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
閏
七
月
十
一
日
に
八

十
二
歳
で
入
寂
す
る
ま
で
、
長
く
荘
厳
院
の
院
主
を
つ
と
め
た
。
賢
融
の
事
績
で
は
、

鎌
倉
の
歴
史
に
深
い
造
詣
を
有
し
、
晩
年
の
徳
川
家
康
の
も
と
に
祗
候
し
た
こ
と
が

（
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興
味
深
い
。
例
え
ば
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
十
一
月
、
家
康
は
江
戸
か
ら
駿

府
に
帰
る
途
中
で
、
賢
融
よ
り
「
鎌
倉
三
代
将
軍
、
北
条
九
代
旧
規
之
事
」
を
聴
き
、

さ
ら
に
賢
融
に
『
保
暦
間
記
』
を
持
参
さ
せ
、
こ
れ
を
読
ま
せ
る
ほ
か
、「
鎌
倉
中

旧
跡
之
事
」
に
つ
い
て
雑
談
し
た
と
い
う
。
良
尊
も
晩
年
の
家
康
に
再
三
招
か
れ
て

駿
府
に
下
向
し
て
お
り
、
そ
の
立
場
は
賢
融
と
似
通
っ
て
い
た
。

　

慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
五
月
九
日
、
駿
府
に
滞
在
し
て
い
た
良
尊
は
、
家
康

の
「
内
々
上
意
」
に
よ
っ
て
、
他
の
真
言
僧
と
と
も
に
、
醍
醐
寺
三
宝
院
門
跡
の
義

演
よ
り
許
可
灌
頂
を
伝
受
し
た
。『
義
演
准
后
日
記
』
同
日
条
に
は
、
こ
の
灌
頂
に

お
け
る
受
者
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
庄
厳
院
法
印
大
僧
都
賢
融
」
の

名
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
良
尊
と
賢
融
は
並
ん
で
義
演
よ
り
灌
頂
を
受
け
た
の
で

あ
る
。
家
康
の
肝
煎
に
よ
る
灌
頂
は
、
良
尊
と
賢
融
を
結
び
付
け
る
上
で
、
重
要
な

契
機
を
な
し
た
と
言
え
よ
う
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
良
尊
は
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
の
関
東
下
向
の
際
、
鎌

倉
荘
厳
院
に
お
い
て
、
弘
賢
に
関
わ
る
「
弘
賢
授
紹
賢
伝
法
灌
頂
印
信
紹
文
」
を
感

得
し
、
六
月
初
日
に
「
弘
賢
行
状
」
を
抄
写
し
て
い
た
。
関
東
下
向
の
主
た
る
目
的

で
あ
っ
た
、
増
上
寺
に
お
け
る
家
康
の
葬
礼
は
五
月
晦
日
に
結
願
し
て
い
る
（『
本

光
国
師
日
記
』
同
日
条
）
の
で
、
良
尊
は
た
だ
ち
に
高
野
山
へ
の
帰
途
に
つ
き
、
そ

の
途
中
、
賢
融
の
い
る
鎌
倉
荘
厳
院
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
良
尊
は
、
そ
の
後
も
し
ば
ら
く
荘
厳
院
に
逗
留
し
た
。
こ
の
事
情
を
伝

え
る
の
は
、
西
南
院
寺
蔵
文
書
の
第
四
函
に
収
め
ら
れ
る
、
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）

七
月
四
日
付
「
許
可
灌
頂
印
信
紹
文
」
で
あ
る
。
こ
の
「
印
信
紹
文
」
の
包
紙
に
は

「
関
東
鎌
倉
雪
下
荘
厳
院
相
伝
之
印
信
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
筆
跡
は
良
尊
の

も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
印
信
紹
文
」
に
よ
れ
ば
、
良
尊
に
許
可
灌
頂
を

伝
授
し
た
大
阿
闍
梨
は
「
法
印
大
和
尚
位
権
大
僧
都
賢
融
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

良
尊
が
荘
厳
院
に
長
く
留
ま
っ
た
の
は
、
賢
融
か
ら
受
法
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
良
尊
は
、
徳
川
家
康
の
も
と
に
祗
候
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、

鎌
倉
荘
厳
院
の
賢
融
と
密
接
な
関
係
を
結
び
、
荘
厳
院
に
も
し
ば
ら
く
逗
留
し
て
い

た
。
そ
の
間
、
良
尊
は
、
鎌
倉
の
歴
史
に
通
暁
し
て
い
た
賢
融
か
ら
、
か
つ
て
「
西

南
院
」
と
号
し
た
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
高
僧
た
る
弘
賢
の
存
在
を
教
わ
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
良
尊
は
、
大
僧
正
の
高
位
に
あ
っ
た
弘
賢
を
高
野
山
西
南
院

の
一
代
に
位
置
付
け
る
こ
と
で
、
西
南
院
の
由
緒
を
権
威
付
け
よ
う
と
し
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
良
尊
は
始
め
高
野
山
の
多
聞
院
に
住
し
た
が
、
元
和
元
年
（
一
六
一

五
）
八
月
四
日
に
家
康
の
命
で
西
南
院
に
移
り
、
院
主
の
座
に
就
い
た
。
鎌
倉
荘
厳

院
に
お
い
て
、
良
尊
が
弘
賢
に
関
わ
る
「
印
信
紹
文
」
を
感
得
し
、
か
つ
弘
賢
の
「
行

状
」
を
抄
写
し
た
の
は
、
院
主
就
任
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
西
南
院
の
格
式

を
高
め
る
動
機
は
、
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
鎌
倉
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
関
係
文
書
で
あ
る
「
鶴
岡

八
幡
宮
寺
尊
勝
仏
供
僧
職
補
任
状
」（
第
三
九
号
）
と
「
弘
賢
書
状
」（
第
四
〇
号
）

が
『
西
南
院
文
書
』
に
収
ま
っ
た
事
情
も
判
然
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
二
通

は
、
良
尊
が
鎌
倉
荘
厳
院
に
お
い
て
、
賢
融
か
ら
譲
り
受
け
た
可
能
性
が
高
い
。
さ

ら
に
、
良
尊
が
こ
れ
ら
の
文
書
を
獲
得
し
た
の
は
、
弘
賢
を
西
南
院
の
院
主
に
位
置

付
け
る
べ
く
、
そ
の
徴
証
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
巧
妙
な
意
図
に
基
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

良
尊
が
造
り
上
げ
た
由
緒
は
、
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
十
月
に
成
立
し
た
『
高

野
山
通
念
集
』
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
次
第
に
認
知
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、

近
世
末
期
の
『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
が
、
良
尊
が
感
得
し
た
永
和
四
年
（
一

三
七
八
）
四
月
五
日
付
「
弘
賢
授
紹
賢
伝
法
灌
頂
印
信
紹
文
」
や
、「
弘
賢
行
状
」

な
ど
に
基
づ
い
て
、
弘
賢
を
西
南
院
の
一
代
と
し
て
扱
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
由
緒
が

定
着
し
た
。
こ
こ
に
、
良
尊
の
企
図
は
達
成
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
が
、
西
南
院
伝
来

文
書
の
調
査
に
基
づ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
真
相
が
明
ら
か
と
な
る
の
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で
あ
る
。

　

以
上
、
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書
』
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
に
つ
い
て
解
説
を
行

な
っ
た
。
一
部
の
文
書
に
つ
い
て
は
迂
遠
な
考
察
を
重
ね
た
が
、
本
史
料
が
活
用
さ

れ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
大
方
の
御
示
教
を
切
に
お
願
い
し
た
い
。

注（
１
）　
「
西
南
院
経
蔵
棟
札
」（
西
南
院
所
蔵
。
高
野
山
霊
宝
館
に
寄
託
中
）。

（
２
）　

こ
の
総
合
調
査
に
つ
い
て
は
、山
本
信
吉「
正
智
院
の
歴
史
と
正
智
院
文
書
の
概
要
」

（『
高
野
山
正
智
院
経
蔵
史
料
集
成
一 
正
智
院
文
書
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）

二
〇
～
二
一
頁
参
照
。

（
３
）　
「
平
等
心
院
太
政
官
牒
并
　

院
宣
写
本

　
　

」
一
巻
、「
平
等
心
院
供
養
料
文
書
（
仮
題
）」

一
巻
（
と
も
に
第
五
九
函
）。
後
者
は
、
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
に
架
蔵
さ
れ

る
、
同
研
究
所
に
よ
る
調
査
目
録
の
命
名
に
従
う
。

（
４
）　

第
八
巻
は
、
早
く
『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
院
宣
古
遺
状
古
証
文
等
写
」

（「
続
真
言
宗
全
書
」
第
三
五
巻
）
に
全
文
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
に
も
「
西

南
院
寺
中
知
行
支
配
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）　

近
世
に
お
け
る
高
野
山
史
研
究
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
収
「
高
野
山
に
お

け
る
歴
史
研
究
」（『
近
世
史
学
史
論
考
』
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
一
九
六
八
年
。
初

出
一
九
五
六
年
）
が
重
要
な
業
績
で
あ
る
。
久
保
田
氏
は
、
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）

に
お
け
る
佐
々
宗
淳
（
水
戸
藩
士
）
の
史
料
採
訪
を
う
け
て
、『
高
野
山
文
書
』
を
利

用
し
た
歴
史
研
究
が
活
発
化
し
た
事
実
を
指
摘
し
、
と
り
わ
け
懐
英
に
よ
る
『
高
野

春
秋
編
年
輯
録
』
の
編
纂
を
重
視
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
久
保
田
氏
が
注
目
し
た
『
高

野
山
文
書
』
は
、
主
と
し
て
近
世
の
段
階
で
壇
上
伽
藍
の
御
影
堂
に
収
蔵
さ
れ
て
い

た
『
宝
簡
集
』『
続
宝
簡
集
』『
又
続
宝
簡
集
』
に
限
ら
れ
て
お
り
、
高
野
山
上
の
各

子
院
に
伝
来
し
た
古
文
書
に
つ
い
て
は
考
察
の
対
象
に
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
。

ゆ
え
に
、
子
院
伝
来
の
古
文
書
が
、
近
世
の
史
書
・
地
誌
類
に
ど
の
よ
う
に
利
用
さ

れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
寛
文

十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
成
立
し
た
『
高
野
山
通
念
集
』
が
、
い
ち
早
く
『
西
南
院

文
書
』
第
一
巻
・
第
二
巻
の
所
収
文
書
を
利
用
し
た
事
実
は
興
味
深
い
。

（
６
）　

高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
架
蔵
の
復
本
に
よ
る
。

（
７
）　

和
多
昭
夫
（
秀
乘
）「
寛
治
二
年
白
河
上
皇
高
野
御
幸
記 

（
二
）」（『
密
教
文
化
』

第
五
二
号
、
一
九
六
一
年
）
五
〇
頁
。
な
お
、『
西
南
院
歴
代
并
　

旧
文
証
』（
西
南
院

寺
蔵
文
書
、
第
七
三
函
）
に
よ
れ
ば
、
隆
快
は
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
十
月

十
七
日
に
入
寂
し
た
。

（
８
）　

高
野
山
文
書
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
。
一
九
七
三
年
に
歴
史
図
書
社
が
発
刊
し
た

復
刻
版
で
は
、
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
る
。

（
９
）　

思
文
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
。

（
10
）　

和
多
昭
夫
（
秀
乘
）「
西
南
院
蔵
「
寛
治
二
年
白
河
上
皇
高
野
御
幸
記
」」（『
密
教

文
化
』
第
五
一
号
、
一
九
六
〇
年
）。
注
（
７
）
前
掲
和
多
「
寛
治
二
年
白
河
上
皇
高

野
御
幸
記
（
二
）」
は
、
そ
の
解
題
に
あ
た
る
。

（
11
）　

名
著
出
版
、
一
九
七
六
年
。

（
12
）　

写
真
帳
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
る
（〔
請
求
記
号
〕
六
一
七
一
．六
六
―
一
）。

（
13
）　

平
等
心
院
の
草
創
に
つ
い
て
は
、
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
和
歌
山
県
支
部
編
『
和

歌
山
県
聖
蹟
』
下
巻
（
一
九
四
二
年
）
第
五
篇
第
三
章
第
二
節
十
五
「
平
等
心
院
」、

和
多
秀
乘
「
高
野
山
と
重
源
お
よ
び
観
阿
弥
陀
仏
」（『
仏
教
芸
術
』
第
一
〇
五
号
、

一
九
七
六
年
）
参
照
。

（
14
）　

平
等
心
院
の
宜
秋
門
院
祈
願
所
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
高
山
京
子
「
宜
秋

門
院
の
祈
願
所
な
ら
び
に
女
院
周
辺
の
人
々
」（
小
原
仁
編
『
変
革
期
の
社
会
と
九
条

兼
実
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）　

大
泉
荘
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
大
阪
府
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
大
阪
府
史
』
第

三
巻 

中
世
編
一
（
大
阪
府
、
一
九
七
九
年
）
四
六
〇
～
四
六
四
頁
（
宮
川
満
執
筆
）

が
要
を
得
て
い
る
。

（
16
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
粉
河
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
粉
河
町
史
』
第
二
巻
（
粉
河
町
、

一
九
八
六
年
）
第
一
二
一
号
「
九
条
道
家
初
度
惣
処
分
状
」（
建
長
二
年
［
一
二
五
〇
］

十
一
月
日
付
、『
九
条
家
文
書
』）
お
よ
び
第
一
二
二
号
「
一
条
摂
政
（
実
経
）
家
所

領
目
録
案
（
断
簡
）」（
年
紀
欠
、『
九
条
家
文
書
』）
と
、
そ
の
解
説
が
参
考
と
な
る
。

（
17
）　

弘
賢
に
つ
い
て
は
、
櫛
田
良
洪
「
関
東
に
於
け
る
東
密
の
展
開
」（『
真
言
密
教
成
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立
過
程
の
研
究
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
六
四
年
）、
伊
藤
恭
子
「
鶴
岡
八
幡
宮
別
当

頼
仲
と
二
人
の
弟
子
に
つ
い
て
」（『
駒
沢
史
学
』
第
五
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）、
小
池

勝
也
「
室
町
期
鶴
岡
八
幡
宮
寺
に
お
け
る
別
当
と
供
僧
」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
四

編
第
一
〇
号
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
18
）　
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
諸
職
次
第
』（「
鶴
岡
叢
書
」
第
四
輯
）
第
一
「
社
務
次
第
」。

（
19
）　
『
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
』
第
一
二
一
箱
第
一
九
号
『
秘
密
独
聞
鈔
』（
外
題
「
天

台
秘
密
持
問
上
　

」）
の
奥
書
に
は
、
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
閏
正
月
中
旬
に
、「
鎌

倉
鶴
岳
若
宮
別
当
坊
西
南
院
一
対
」
に
お
い
て
同
書
を
書
写
し
た
旨
の
記
載
が
あ
る
。

な
お
、『
秘
密
独
聞
鈔
』
に
つ
い
て
は
、
牧
野
和
夫｢

『
海
草
集
』
影
印
・
解
説｣

（『
実

践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
年
報
』
第
一
〇
号
、
一
九
九
一
年
）
二
〇
七
～

二
〇
九
頁
参
照
。

（
20
）　
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
諸
職
次
第
』
第
三
「
林
東
坊
荘
厳
院
」。

（
21
）　
『
駿
府
記
』（「
史
籍
雑
纂
」
第
二
）
慶
長
十
六
年
十
一
月
十
八
日
・
十
九
日
条
。

（
22
）　

西
南
院
寺
蔵
文
書
の
第
四
函
に
は
、
こ
の
と
き
に
義
演
が
良
尊
に
授
け
た
「
許
可

灌
頂
印
信
紹
文
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
許
可
灌
頂
に
つ
い
て
は
、『
大

日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
十
一
、
慶
長
十
八
年
四
月
十
三
日
条
附
録
が
参
考
と
な
る
。

（
23
）　

な
お
、
良
尊
の
次
代
に
西
南
院
の
院
主
を
つ
と
め
た
政
旻
も
、
元
和
七
年

（
一
六
二
一
）
三
月
二
十
六
日
に
、
賢
融
よ
り
許
可
灌
頂
を
伝
受
し
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
西
南
院
寺
蔵
文
書
の
第
四
函
に
収
め
ら
れ
る
、
同
日
付
「
許
可
灌
頂
印
信

紹
文
」
参
照
。

（
24
）　
『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」
に
よ
る
。
な
お
、
良
尊
と
関

係
の
あ
っ
た
金
地
院
崇
伝
の
日
記
『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
元
年
八
月
二
十
九
日
条

に
も
、「
同
日
、
西
南
院
よ
り
使
僧
来
。
八
月
廿
八
日
之
状
来
。
銀
子
弐
枚
来
。
多
門

院
之
事
也
。
西
南
院
へ
移
候
と
の
祝
儀
之
状
也
。
則
返
書
遣
ス
」
と
あ
り
、『
析
負
輯
』

の
記
載
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

 

（
文
責
・
坂
口
）

翻　
　

刻

【
凡
例
】

一
、 

本
稿
は
、
高
野
山
西
南
院
に
伝
来
し
た
重
要
文
化
財
『
西
南
院
文
書 

十
一
巻
』

の
う
ち
、
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
た
文
書
四
三
点
を
翻
刻
し
た
も
の

で
あ
る
。

一
、 

翻
刻
は
、高
野
山
霊
宝
館
に
寄
託
中
の
原
本
お
よ
び
そ
の
画
像
に
よ
っ
て
行
な
っ

た
が
、
焼
損
の
あ
る
第
三
巻
に
関
し
て
は
、
焼
損
発
生
以
前
に
撮
影
さ
れ
た
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
基
づ
い
た
。
ま
た
、
欠
損

の
あ
る
箇
所
に
関
し
て
は
、
近
世
の
書
写
に
か
か
る
「
平
等
心
院
太
政
官
牒
并
　

院
宣
写
本

　
　

」
お
よ
び
「
平
等
心
院
供
養
料
文
書
（
仮
題
）」（
と
も
に
西
南
院
寺

蔵
文
書
、
第
五
九
函
）
を
参
照
し
、
欠
損
以
前
に
あ
っ
た
文
字
を
傍
注
に
示
し

た
。

一
、 

花
押
は
、
本
文
の
相
当
箇
所
に
（
花
押
）
と
記
し
、
稿
末
に
花
押
集
と
し
て
掲

げ
た
。

一
、 

字
体
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
が
、
一
部
の
異
体
字
・
略
体
字
に

つ
い
て
は
残
し
た
。

一
、 

改
行
は
原
本
通
り
と
し
、
紙
継
目
は
」
記
号
を
以
て
示
し
た
。

一
、 

本
文
に
は
、
読
点
（
、）・
並
列
点
（
・
）
を
付
し
、
く
り
か
え
し
記
号
は
「
々
」

を
以
て
示
し
た
。

一
、 
文
字
が
磨
滅
・
虫
損
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
文
字
は
、
そ
の
字
数
を
計
っ
て
□

記
号
で
示
し
た
。
ま
た
、
文
字
の
上
に
重
ね
て
別
の
文
字
を
書
い
た
箇
所
は
、

後
に
書
か
れ
た
文
字
の
左
傍
に
傍
点
を
付
し
、
訂
正
前
の
文
字
を
右
傍
の
〔 

〕

記
号
の
中
に
×
を
冠
し
て
注
し
た
。
な
お
、
判
読
不
能
の
文
字
は
、　

記
号
で

示
し
た
。

一
、
本
文
中
の
合
点
は
、
＼
で
示
し
た
。

（
八
月
二
十
九
日
）

（
良
尊
）

〔
聞
〕

□×
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一
、 
本
文
以
外
の
部
分
は
、「 

」
で
括
り
、
そ
の
位
置
に
従
っ
て
（
押
紙
）（
包
紙
）

（
端
裏
書
）
な
ど
と
傍
注
を
付
し
た
。

一
、 

編
者
が
加
え
た
傍
注
で
、
文
字
に
関
わ
る
も
の
は
〔 

〕
記
号
、
参
考
・
説
明

に
わ
た
る
も
の
は
（ 

）
記
号
を
以
て
示
し
た
。

一
、 

一
部
の
人
名
に
付
し
た
注
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
を
参
照
し
、

便
宜
上
、
後
世
の
家
名
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。

一
、 

文
書
の
内
容
に
関
し
て
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
按
文
を

付
し
、
文
頭
に
○
記
号
を
加
え
て
本
文
と
区
別
し
た
。
な
お
、
文
中
に
お
け
る

『
尊
卑
分
脈
』
の
頁
数
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
の
そ
れ
で
あ
る
。

〔
西
南
院
文
書
〕
第
一
巻

「
四
条
院
嘉
禎
元
年
十
二
月
晦
日
太
政
官
牒

　

○
元
来
は
、
元
表
紙
で
あ
ろ
う
。
改
装
の
際
に
題
箋
に
転
用
し
た
も
の
か
。

　

一　

太
政
官
牒　
　
　
　
　
　
縦
三
二
・
三
糎

横
五
〇
・
九
糎

太
政
官
牒
平
等
心
院

　

応
置
阿
闍
梨
弐
口
事

右
、
太
政
官
今
日
下
治
部
省
符
偁
、
得
彼
院
院
主
伝
燈
大
法
師

位
賢
定
今
月
日
奏
状
偁
、
当
院
者
、
信
助
律
師
、
終
土
木
功
之
後
、
奉

寄
進
後
法
性
寺
尊
閤
畢
、
其
後
相
継
、
為
宜
秋
門
院
御
祈
禱

所
、
而
星
霜
四
十
余
廻
之
間
、
偏
祈
累
葉
繁
昌
之
御
運
、
公
私
三
代
之

跡
、
殊
仰
摂
籙
御
栄
耀
、
故
抽
丹
款
而
励
法
力
、
致
懇
志
而
勤
御
願
、

殊
又
奉
祈
金
輪
聖
皇
天
長
地
久
、
宝
祚
延
長
、
御
願
円
満
、
是
非
忠

勤
乎
、
然
則
、
弥
知
練
行
之
不
空
、
重
致
精
勤
異
他
、
望
請
天
恩
、
因
准
傍
例
、

早
以
二
口
阿
闍
梨
、
被
寄
置
平
等
心
院
者
、
旁
修
不
退
之
慧
業
、
奉
祈

無
彊
之
宝
祚
者
、
正
三
位
行
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
実
世
宣
、
奉　

勅
、

依
請
者
、
省
宜
承
知
、
依
宣
行
之
者
、
院
宜
承
知
、
牒
到
准
状
、
故
牒
、

　
　
嘉
禎
元
年
十
二
月
卅
日　

 

修
理
東
大
寺
大
仏
長
官
正
五
位
上
行
左
大
史
小
槻
宿
禰
（
花
押
１
）
牒

右
少
弁
正
五
位
下
藤
原
「
朝
臣
」

　

〇 

本
文
書
の
字
面
に
は
、「
太
政
官
印
」（
縦
七
・
七
糎
×
横
七
・
八
糎
）
三
顆
が

捺
さ
れ
て
い
る
。
理
智
房
賢
定
は
西
南
院
第
五
世
で
、
成
覚
房
賢
性
・
覚
本
房

道
範
の
付
法
弟
子
に
あ
た
る
。
ま
た
、
平
等
心
院
を
開
い
た
信
助
律
師
は
、
西

南
院
第
三
世
（
以
上
、『
血
脈
中
院

　
　

』、『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先

師
歴
代
写
」）。

　

二　

源
則
任
書
状　
　
　
　
　
　
縦
三
二
・
一
糎

横
四
二
・
六
糎

平
等
心
院
事
、
此
上

早
可
被
下
御
教
書

之
由
候
也
、
充
誰
人
、

可
被
仰
下
候
乎
、
承

存
、
忩
可
申
沙
汰
候
、

恐
々
謹
言
、

　
　

十
月
十
二
日　

則
任

　

○ 

源
則
任
は
、
醍
醐
源
氏
、
則
長
の
息
（『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇
四
五
八
頁
）。
一

条
家
の
諸
大
夫
・
上
北
面
（『
弘
安
礼
節
』
醍
醐
本
）。
一
条
家
経
に
仕
え
、
家

経
の
「
政
所
下
文
」
や
「
御
教
書
」
の
奉
者
を
つ
と
め
る
ほ
か
、
一
条
家
主
催

の
歌
合
や
詩
歌
合
に
も
出
席
し
た
。『
花
押
か
が
み
』
第
三
巻
二
七
三
頁
、
井

上
宗
雄
「
一
条
実
経
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
風
間
書
房
、

一
九
九
七
年
。
初
出
一
九
九
三
年
）
二
九
四
～
二
九
六
頁
参
照
。

（
外
題
）

西
南
院」

（
九
条
兼
実
）

（
九
条
任
子
）

　
（
姉
小
路
）

（
季
継
）

（
広
橋
経
光
）

（
自
署
）

（
源
）
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三　

左
衛
門
尉
宗
連
奉
書　
　
　
　
　
　
縦
三
二
・
二
糎

横
四
三
・
〇
糎

大
泉
庄
之
間
事
、
委

細
之
条
々
、
以
利
忠
被

仰
下
候
、
被
談
合
、
可

被
申
左
右
之
状
、
如
件
、

「
付
嘉
暦
元
」

　
　
　

九
月
七
日　

左
衛
門
尉
宗
連
奉
　

平
等
心
院
々
主
御
房

　

四　

日
野
資
明
施
行
状　
　
　
　
　
　
縦
三
二
・
三
糎

横
五
二
・
二
糎

大
泉
庄
内
永
平
名
、
致

知
行
、
於
年
貢
者
、
悉
可
被

便
補
去
年
所
被
経
入
之

公
用
并
供
料
米
分
、
至

細
々
公
事
物
者
、
可
被
進

済
之
由
、
被
仰
下
候
也
、
仍
執
達

如
件
、

　

嘉
暦
元
年
八
月
廿
一
日　

前
肥
後
守
（
花
押
２
）

謹
上　

平
等
心
院
々
主
御
房

　

○ 

日
野
資
明
は
、
和
泉
国
大
泉
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
（
一
〇
号
「
和
泉
大
泉
荘
相

伝
系
図
」）。

五　

摂
関
家
御
教
書　
　
　

第
一
紙
縦
三
二
・
〇
糎

横
四
五
・
八
糎　

第
二
紙
縦
三
二
・
〇
糎

横
三
四
・
〇
糎

御
堂
仏
聖
事
、
更
御
不
審
不
可

候
、
必
可
有
御
沙
汰
候
也
、
但
御
存
日

其
沙
汰
候
之
条
、
当
時
不
合
期
候
、
仍
雖

被
仰
其
旨
、
忽
難
叶
者
、
還
可
被
残

御
不
審
候
歟
、
静
有
御
計
、
始
終

向
後
、
更
不
可
黙
止
候
也
、
依
此
事
、

被
留
御
執
心
之
義
、
努
々
不
可
候
、

賢
性
之
阿
闍
梨
事
、
同
不
可
有
御

不
審
候
、
忽
被
申
仁
和
寺
宮
候
之
条
ハ
、

　

」

無
其
闕
者
、
何
様
可
候
哉
、
闕
出
来
之
時
、

必
可
被
申
彼
宮
候
也
、
此
事
、
又
□

不
成
熟
候
乎
、
両
条
共
以
、
不
可
有
御
不

審
候
、
可
申
此
旨
之
由
、

御
気
色
所
候
也
、
仍
上
啓
如
件
、

　
　
　

十
一
月
十
三
日　

美
濃
守
盛
長
奉

　

　

〇 

成
覚
房
賢
性
は
西
南
院
第
四
世
で
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
十
二
月
九
日
に

入
寂
し
た（『
血
脈
中
院

　
　

』、『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」。

後
者
は
入
寂
日
を
誤
る
）。
源
盛
長
は
、
醍
醐
源
氏
、
長
俊
の
息
（『
尊
卑
分
脈
』

第
三
篇
四
六
一
頁
）。
九
条
家
の
諸
大
夫
で
、
和
泉
国
日
根
荘
の
荘
務
担
当
者

の
地
位
を
相
伝
し
た
。
石
田
祐
一
「
諸
大
夫
と
摂
関
家
」（『
日
本
歴
史
』
第
三

九
二
号
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

　

六　

左
衛
門
尉
長
藤
請
文　
　
　
　
　
　
縦
三
二
・
一
糎

横
三
七
・
七
糎

大
泉
庄
役
高
野
山
平
等

心
院
仏
聖
米
并
本
新
両

供
料
、
任
先
例
、
可
致
其
沙
汰

之
由
、
承
候
了
、
早
守
御
教
書
之

旨
、
可
令
存
知
候
、
恐
々
謹
言
、

（
和
泉
国
和
泉
郡
）〔

×　

〕〔
×
仰
〕

□×
・

・

（
別
筆
）

（
和
泉
国
和
泉
郡
）

（
俊
有
）

〔
何
〕

（
源
）

（
和
泉
国
和
泉
郡
）
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「
元
亨
二
」

　
　
　

八
月
十
五
日　

左
衛
門
尉
長
藤
（
花
押
３
）

謹
上　

院
主
阿
闍
梨
御
房

　

〇 

本
文
書
は
、
二
七
号
「
日
野
資
明
施
行
状
」
を
う
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
長
藤
は
、
日
野
資
明
（
和
泉
大
泉
荘
の
領
家
）
の
家
人
で
、
大
泉

荘
の
預
所
と
考
え
ら
れ
る
。

七　

前
摂
政
家
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
二
・
一
糎

横
五
〇
・
〇
糎

和
泉
国
大
泉
庄
内
高
野
山

平
等
心
院
供
料
事
、
任
代
々

支
證
之
旨
、
不
可
有
相
違
者
、

前
摂
政
殿
御
気
色
如
此
、
仍

執
達
如
件
、

　

十
二
月
一
日　
　
　

前
民
部
少
輔
（
花
押
４
）

　

仙
深
阿
闍
梨
御
房

　

○ 

「
平
等
心
院
太
政
官
牒
并

　

院
宣
写
本

　
　

」（
西
南
院
寺
蔵
文
書
、
第
五
九
函
）
の
写

に
は
、「
永
享
十
午
」
の
付
年
号
が
あ
る
。
ま
た
、『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』

巻
六
「
先
師
歴
代
写
」
は
、
宛
所
の
「
仙
深
阿
闍
梨
御
房
」
を
西
南
院
第
十
八

世
の
良
賢
房
仙
深
に
比
定
す
る
。

　

八　

日
野
資
明
書
状
案　
　
　
　
　
　
縦
三
二
・
一
糎

横
四
六
・
五
糎

大
泉
庄
事
、
殿
下
御
教
書
并

施
行
無
相
違
之
条
、
神
妙
候
歟
、
此
上
者
、

相
談
預
所
、
忩
可
被
追
出
候
、
所
務
無
為
に
候

て
こ
そ
、
仏
聖
以
下
も
、
下
行
之
実
候
ハ
ん
す
れ
、

為
所
務
、
預
所
下
向
事
者
、
長
藤
直
定
申

候
歟
、
令
内
談
申
候
上
者
、
殊
被
致
同
心
合

力
之
沙
汰
、
可
属
無
為
候
歟
、
若
警
固
緩
怠

候
て
、
悪
党
等
も
猶
入
部
、
有
所
務
之
違
乱
、
及

年
貢
之
減
少
候
者
、
供
料
等
も
、
随
而
不
可
有
正

躰
候
歟
、
其
分
、
定
又
御
存
知
候
ら
ん
、
能
々
可
令

致
其
沙
汰
給
候
、
供
料
以
下
事
、
本
家
最
前

御
教
書
可
撰
進
之
由
、
仰
長
藤
候
了
、
定
無

子
細
候
歟
、
凡
ハ
　

是
ニ
　

可
置
之
物
に
て
候
へ
と
も
、
被
懇
望

仰
之
間
、
撰
進
候
、
今
度
御
教
書
ハ
　

被
止
案
候
て
、
正

文
を
ハ
、
可
返
給
候
也
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
　

八
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　

資
明

　

〇 

六
号
「
左
衛
門
尉
長
藤
請
文
」
と
内
容
的
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
元
亨
二
年

（
一
三
二
二
）
に
比
定
し
た
。

九　

九
条
道
家
御
教
書
案　
　
　
　

本
紙
縦
三
二
・
二
糎

横
四
六
・
三
糎　

包
紙
縦
三
二
・
一
糎

横
二
・
七
糎

「　
　
　
　
　
　
　

右
馬
権
頭
兼
康
奉
書

　

禅
定
殿
下
御
教
書
案　
　
　
　
　
　

 

」

高
野
平
等
心
院
供
料

并　

故
北
政
所
御
菩
提

用
途
及　

後
法
性
寺
殿

護
摩
供
僧
一
口
等
事
、

任
先
師
賢
性
阿
闍
梨
之

例
、
以
門
弟
泰
然
、
無
相
違

可
令
致
沙
汰
給
者
、

禅
定
殿
下
御
気
色
如
此
、

仍
執
達
如
件
、

（
別
筆
）

（
和
泉
国
和
泉
郡
）（
一
条
内
経
）

（
元
亨
二
年
カ
）

（
日
野
）

（
包
紙
ウ
ハ
書
）

（
源
）

（
九
条
道
家
）

（
九
条
兼
実
室
、藤
原
兼
子
）

（
九
条
兼
実
）
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仁
治
四
年
正
月
廿
七
日　

兼
康

謹
上　

理
智
房
阿
闍
梨
御
房

　

〇
二
三
号
「
九
条
道
家
御
教
書
」
の
案
文
。

　

一
〇　

和
泉
国
大
泉
荘
相
伝
系
図　
　
　
　
　
　
縦
三
二
・
一
糎

横
四
六
・
三
糎

大
泉
庄
先
領
家
田
中
姫
君
者
、
六
条
殿
御
局
為
養
君
、
田
中
殿
御
跡
内
、

大
泉
庄
御
知
行
之
、　　
　
　
　
　
　

大
泉
庄
当
領
家
者
、
日
野
藤
大
納
言
俊
光
三
男
、
権
右
中
弁
資
明
、

　
　
　
　
　
　
　
　

当
領
申
次
者
、
中
納
言
法
印
実
存
、

　

〇 

本
系
図
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、三
田
武
繁「
九
条
道
家
領
の
一
相
続
人
」（『
日

本
歴
史
』
第
六
三
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
四
月

～
同
三
年
八
月
七
日
の
間
と
推
定
し
て
い
る
。
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
系
図
に
見

え
る
「
田
中
殿
」
は
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
十
一
月
日
付
「
九
条
道
家
惣

処
分
状
」（『
九
条
家
文
書
』、『
鎌
倉
遺
文
』
第
一
〇
巻
第
七
二
五
〇
号
）
に
お

い
て
、
宜
秋
門
院
の
指
示
で
大
泉
荘
の
領
家
職
を
讓
ら
れ
た
「
九
条
禅
尼
」（
道

家
の
娘
）
の
こ
と
で
あ
る
。

　

一
一　

賢
性
書
状
案　
　
　

第
一
紙
縦
三
二
・
一
糎

横
四
九
・
四
糎　

第
二
紙
縦
三
二
・
一
糎

横
五
一
・
五
糎

殊
事
不
候
之
間
、
絶
久
不
令
申

案
内
候
、　

御
所
辺
何
御
事
聞
候

覧
、
抑
所
令
言
上
候
者
、
老
乱
逐
日

尫
弱
、
余
算
日
少
罷
成
候
畢
、

仍
此
先
師
遺
跡
事
、
存
日
可

申
付
此
宰
相
公
賢
定

　
　

之
由
、
思
給
候

者
也
、
但
於
此
事
者
、
可
令
言
上

女
院
御
所
事
候
、
又　
　

殿
下
御
所

同
可
令
言
上
次
第
候
歟
、
若
可
然
候
者
、
為

御
沙
汰
、
被
申
入　

両
御
所
儀
候
哉
、
此
賢
定
、」

申
修
学
、
申
練
行
、
其
器
量
無
左
右
候
□
、

心
操
頗
隠
便
、
御
祈
禱
事
、
丁
寧
可

勤
仕
事
、
無
不
審
候
、
仍
同
法
中
、
撰
其
仁
、

所
令
言
上
候
也
、

平
等
心
院
女
院
御
祈
願
所
、

　
　
　
　
　
　
　　

同
僧
坊　

聖
教

仏
具　

本
尊　

世
間
資
財
等
各
目
六
在
別
、

　
　
　
　
　
　

御
堂
仏
聖
米
三
十
果
大
泉
御
庄
御
年
貢
内
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

故
北
政
御
墓
供
米
十
二
果
同
御
庄
御
米
内
、　

在
運
賃
、石
別
二
斗
、

禅
定
殿
下
御　

護
广
供
僧
一
口
当
国
井
上
庄
所
当
内
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
於
此
供
僧
事
者
、
可
令
言
上
仁
和
寺
上
乗
院
法
印
御
房

（
下
ニ
ス
リ
ケ
シ
ア
リ
）

（
賢
定
）

「
大
泉
庄
御
相
伝
御
系
図
」

（
押
紙
）

　後
法
性
寺
殿

　号
後
京
極
殿
、

　号
光
明
峯
寺
殿
、

　号
月
輪
殿
、

兼
実

良
経

道
家

教
実

　摂
政 

関
白

　摂
政 

太
政
大
臣

　摂
政 

関
白

　
　後
鳥
羽
院
后

宜
秋
門
院

田
中
殿
為
宜
秋
門
院
御
猶
子
、

大
泉
庄
以
下
御
領
御
相
伝
之
、

　御
母
従
三
位
季
行
女

（
藤
原
）

　号
円
明
寺
殿
、

　号
後
一
条
殿
、

　号
後
光
明
峯
寺
殿
、

　
　内
覧
宣
旨

実
経

家
経

内
実　号

天
王
寺
殿
、

　摂
政 

関
白

　摂
政

　内
大
臣 

左
右
大
将

田
中
姫
君

内
経

経
通

　関
白

　中
将 

北
山
殿
御
孫

　（
西
園
寺
公
顕
）

平
等
心
院
供
料
、
依
御
無
沙
汰
、 

元
亨
二
年
四
月
、
被
召
上
之
、

（
信
助
）

律
師

（
宜
秋
門
院
、九
条
任
子
）

（
九
条
道
家
）

〔
上
カ
〕

〔
穏
〕

（
和
泉
国
和
泉
郡
）

（
九
条
兼
実
室
、藤
原
兼
子
）

　

所　

（
九
条
兼
実
）
〔
菩
提
〕〔
摩
〕

（
紀
伊
国
那
賀
郡
）
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事
候
、
同
被
申
入
候
哉
、
無
便
宜
事
候
者
、
直
可
令
言
上
給
候
也
、

此
等
所
帯
、
各
雖
為
少
事
、
且
如
為
公
事
、
仍

言
上
事
由
於　
　

両
御
所
、
可
申
付
之
由
、
思
給
候
、

被
計
申
入
候
哉
、
他
事
期
後
信
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

二
月
五
日　
　

賢
性
上
　

四
位
少
納
言
殿
硯
下

　
　

　

〇 

成
覚
房
賢
性
は
西
南
院
第
四
世
。
ま
た
「
宰
相
公
賢
定

　
　

」
は
賢
性
の
付
法
弟
子

で
西
南
院
第
五
世
の
理
智
房
賢
定
の
こ
と
で
あ
る
（
一
号
「
太
政
官
牒
」
お
よ

び
五
号
「
摂
関
家
御
教
書
」
の
按
文
参
照
）。「
宰
相
公
」
と
い
う
公
名
は
、
賢

定
の
出
身
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先

師
歴
代
写
」
に
は
、「
師
御
俗
性
者
、
洛
陽
五
辻
家
人
也
」
と
あ
る
）。
本
文
書

の
返
報
が
一
七
号
「
九
条
道
家
御
教
書
」
と
考
え
ら
れ
、
一
三
号
「
宜
秋
門
院

（
九
条
任
子
）
令
旨
」
も
関
係
す
る
。
本
文
書
は
年
紀
を
欠
く
が
、
賢
性
は
貞

応
二
年
（
一
二
二
三
）
十
二
月
九
日
に
入
寂
し
て
い
る
（『
血
脈
中
院

　
　

』）
の
で
、

年
紀
の
下
限
は
貞
応
二
年
と
な
る
。

〔
西
南
院
文
書
〕
第
二
巻

一
二　

源
則
任
書
状　
　
　

第
一
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
四
一
・
三
糎　

第
二
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
三
八
・
六
糎

高
野
平
等
心
院

間
事
、
先
日
以
遼
遠

蒙
仰
之
間
、
具
申

入
候
了
、
所
詮
、
随

僧
正
被
計
申
候
、

可
有
御
成
敗
候
也
、」

不
可
有
子
細
之
由
、
其

沙
汰
候
、
還
御
可
為

明
日
候
ヘ
ハ
、
於
京

都
可
申
候
、
定
又

御
参
候
歟
、
併
期
参
会
候
、

恐
々
謹
言
、

　
　

十
月
四
日　

則
任

　
　
　
　
　

 　
「
則
任
」

　

〇 

原
本
で
は
追
而
書
が
続
き
、『
高
野
山
文
書
』
第
六
巻
第
三
一
〇
号
、『
鎌
倉
遺

文
』第
二
八
巻
第
二
一
三
九
〇
号
も
こ
れ
に
従
っ
て
翻
刻
し
て
い
る
が
、内
容
・

筆
跡
か
ら
一
七
号
「
九
条
道
家
御
教
書
」
の
追
而
書
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
省
い
た
。

一
三　

宜
秋
門
院
（
九
条
任
子
）
令
旨　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
三
糎

横
四
三
・
四
糎

御
所
帯
等
、
可
令
付
属
賢
定4

入
寺
給
之
由
、
聞
食
了
、
任
令
申
給

之
旨
、
不
可
相
違
之
由
、

宜
秋
門
院
令
旨
候
也
、
仍
執
達

如
件
、

　　
　

七
月
十
一
日　

沙
弥
（
花
押
５
）
奉

　

　

〇 
本
文
書
は
、
一
一
号
「
賢
性
書
状
案
」
お
よ
び
一
七
号
「
九
条
道
家
御
教
書
」

と
関
係
す
る
。

一
四　

日
野
資
明
施
行
状　
　
　

本
紙
縦
三
一
・
三
糎

横
四
四
・
一
糎　

礼
紙
縦
三
一
・
三
糎

横
三
六
・
六
糎

平
等
心
院
々
主
職
事
、

〔
姓
カ
〕

（
源
）

（
押
紙
）

〔
×　

〕

□×

（
九
条
任
子
）

（
ス
リ
ケ
シ
）
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任
本
家
御
下
知
、
不
可
有

相
違
之
状
、
如
件
、

　

十
一
月
廿
七
日　
（
花
押
６
）

按
察
律
師
御
房
」

（
〇
以
下
、
追
而
書
）

　

追
申
、

　
　

清
兼
朝
臣
奉
書
案
、

　
　

献
之
候
也
、

　

〇 

追
而
書
は
、
原
本
で
は
二
八
号
「
一
条
内
経
御
教
書
」
に
続
く
が
、
追
而
書
に

見
え
る
「
清
兼
朝
臣
奉
書
案
」
は
二
八
号
そ
の
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
筆
跡
も
勘
案
し
て
、
本
文
書
の
追
而
書
と
判
断
し
た
。
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
架
蔵
の
影
写
本
で
は
、
本
文
書
の
前
に
追
而
書
を
収
め
、『
高
野
山

文
書
』
第
六
巻
第
三
二
四
号
、『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
六
巻
第
二
八
二
五
六
号
も

こ
れ
に
従
っ
て
翻
刻
し
て
い
る
。

一
五　

源
則
任
書
状　
　
　

第
一
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
四
七
・
四
糎　

第
二
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
三
一
・
一
糎

高
野
山
平
等
心
院

護
摩
供
僧
事
、
泰
然

状
、
加
一
見
、
返
進
之
、
近

日
於
此
御
所
、
不
及
御

沙
汰
事
候
歟
、
而
無
左

右
改
補
之
儀
、
頗
不

審
候
、
於
事
之
是
非

者
、
追
可
有
其
沙
汰
候
也
、」

毎
事
期
出
京
之

次
候
、
恐
々
謹
言
、

　

八
月
七
日　

則
任

　

○ 

蓮
躰
房
泰
然
は
西
南
院
第
六
世
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師

歴
代
写
」）。

一
六　

一
条
内
実
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
三
糎

横
四
七
・
七
糎

高
野
平
等
心
院
供

料
并
御
菩
提
用
途

等
事
、
任
代
々
被
仰
置
之

旨
、
不
可
相
違
者
、
内
大
臣

殿
御
気
色
如
此
、
仍
執
達

如
件
、

 　
「
乾
元
二
」

　
　

三
月
十
九
日　

則
任

　

道
明
御
房

　

〇 

道
明
房
信
智
は
西
南
院
第
八
世
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師

歴
代
写
」）。

一
七　

九
条
道
家
御
教
書　

第
一
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
四
九
・
五
糎　

第
二
紙
縦
三
一
・
三
糎

横
二
六
・
一
糎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

礼
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
三
四
・
六
糎

御
消
息
之
状
、
伺
便
宜
、
具
申

入
候
了
、

抑
御
門
弟
賢
定
付
属
事
、

平
等
心
院
、
同
僧
房
仏
聖
、

故
禅
定
殿
下
・
北
政
所
御
菩
提

御
祈
用
途
以
下
、
世
間
・
出
世

資
財
、
至
于
本
尊
・
仏
具
等
、

（
日
野
資
明
）

（
源
）

（
源
）（

一
条
内
実
）

（
別
筆
）

（
源
）

（
信
智
）

（
九
条
兼
実
）

（
九
条
兼
実
室
、藤
原
兼
子
）
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不
残
一
物
、
令
譲
与
彼
賢
定
、

女
院
并
此
御
方
御
祈
禱
、
可
令

勤
行
之
由
、
聞
食
了
、
件
賢
定
、

於
殿
中
、
無
内
外
者
也
、
御
祈
等
」

勤
行
、
可
有
便
宜
歟
之
由
、

御
気
色
所
候
也
、
仍
執
達

如
件
、

　
　

二
月
廿
七
日　
　

侍
従
」

（
〇
以
下
、
追
而
書
）

　

逐
申
、

　
　

此
御
方
ニ
ハ
具
聞
食
了
、

　
　

宜
秋
門
院
御
方
ヘ
ハ
付

　
　

兼
時
朝
臣
、
可
令
申
入
給

　
　

之
由
、
御
気
色
候
也
、
謹
言
、

　

〇 

追
而
書
は
、
原
本
で
は
一
二
号
「
源
則
任
書
状
」
に
続
く
が
、
内
容
・
筆
跡
か

ら
本
文
書
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
書
の
冒
頭
に
見
え
る
「
御
消
息
」
は
、

一
一
号
「
賢
性
書
状
案
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
三
号
「
宜
秋
門
院
（
九

条
任
子
）
令
旨
」
も
関
係
す
る
。

　
　

 

文
中
に
登
場
す
る
源
兼
時
は
、
醍
醐
源
氏
、
季
長
の
息
（『
尊
卑
分
脈
』
第
三

篇
四
五
六
頁
）。
九
条
家
の
諸
大
夫
で
、
宜
秋
門
院
判
官
代
。
嘉
禄
三
年
（
安

貞
元
年
、一
二
二
七
）十
月
九
日
に
死
去
。「
女
院
・
此
殿
大
略
一
身
奉
行
」（『
明

月
記
』同
年
十
月
十
一
日
条
）。石
田
祐
一「
諸
大
夫
と
摂
関
家
」（『
日
本
歴
史
』

第
三
九
二
号
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

一
八　

日
野
資
明
請
文　
　
　

本
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
四
三
・
九
糎　

包
紙
縦
三
一
・
一
糎

横
五
・
三
糎

「
資
明
朝
臣　

大
泉
庄
供
米
事
」

大
泉
庄
役
高
野

山
供
料
事
、
於
本
供

米
四
十
四
果
余
者
、
任

例
、
可
致
其
沙
汰
之
由
、

雑
掌
令
申
候
、
得
其

御
意
、
可
令
披
露
給
候
、

恐
々
謹
言
、

 　
「
元
亨
二
」

　
　

八
月
九
日　

権
右
中
弁
資
明

一
九　

源
則
任
書
状　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
一
糎

横
四
八
・
三
糎

後
法
性
寺
殿
護

摩
供
僧
事
、
先

日
被
仰
下
了
、
此
者

供
料
事
、
任
例
定

其
沙
汰
候
歟
、
直
可
被
申

候
哉
、
恐
々
謹
言
、

 　
「
正
応
元
」

　
　

十
二
月
十
八
日　

則
任

二
〇　

一
条
家
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
一
糎

横
四
四
・
六
糎

御
祈
禱
事
、
任

代
々
佳
例
、
可
令

勤
行
給
之
由
、

御
気
色
候
也
、
仍

執
達
如
件
、

（
宜
秋
門
院
、九
条
任
子
）

（
九
条
道
家
）

（
源
）

（
宜
秋
門
院
）（
九
条
道
家
）

（
包
紙
）

（
和
泉
国
和
泉
郡
）

（
別
筆
）

（
日
野
）

（
九
条
兼
実
）

（
別
筆
）

（
源
）
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十
一
月
四
日　

前
丹
波
守
泰
煕

謹
上　

道
明
御
房

　

〇 

道
明
房
信
智
は
西
南
院
第
八
世
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師

歴
代
写
」）。

二
一　

一
条
家
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
一
糎

横
四
六
・
四
糎

「
当
院
代
々
補
任
」

姫
君
御
祈
禱
事
、

子
細
先
日
被
仰
候
了
、

先
相
□
可
被
祈
立

申
候
歟
、
御
所
存
成
就

候
者
、
於
供
料
者
、
追
可

有
御
計
之
由
、
内
□

其
沙
汰
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　

三
月
廿
日　

佐
遠

道
明
御
房

　

〇 

田
中
姫
君
は
、
一
条
家
経
の
女
で
大
泉
荘
の
領
家
で
あ
っ
た
（
一
〇
号
「
和
泉

国
大
泉
荘
相
伝
系
図
」）。

二
二　

一
条
家
経
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
一
糎

横
四
七
・
三
糎

高
野
平
等
心
院
供

料
、
故
北
政
所
□
□

提
用
途
及
□
□
□
□

殿
護
摩
供
僧
等
事
、

無
相
違
、
可
令
□
□
□

給
之
由
、
被
仰
下
之
状
、
如
件
、

　

弘
安
十
一
年
四
月
廿
六
日　

前
丹
波
守
（
花
押
７
）

双
信
御
房

二
三　

九
条
道
家
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
二
糎

横
四
七
・
八
糎

高
野
平
等
心
院
供
料

并
故
北
政
所
御
菩
提

用
途
及　

後
法
性
寺
殿

護
摩
供
僧
一
口
等
事
、

任
先
師
賢
性
阿
闍
梨
之

例
、
以
門
弟
泰
然
、
無
相
違
、

可
令
致
沙
汰
給
者
、

禅
定
殿
下
御
気
色
如
此
、

仍
執
達
如
件
、

　
　

仁
治
四
年
正
月
廿
七
日　
（
花
押
８
）

謹
上　

理
智
房
阿
闍
梨
御
房

　

〇 

本
文
書
の
案
文
あ
り
（
九
号
「
九
条
道
家
御
教
書
案
」）。
源
兼
康
は
、
醍
醐
源

氏
、
有
長
の
息
。
建
長
年
間
（
一
二
四
九
～
五
六
）
に
卒
去
（『
尊
卑
分
脈
』

第
三
篇
四
五
九
頁
）。
九
条
道
家
に
仕
え
る
申
次
を
つ
と
め
る
ほ
か
、
御
教
書

の
奉
者
を
つ
と
め
る
（『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
［
一
二
三
〇
］
閏
正
月
四
日
条
、

同
三
年
二
月
十
九
日
条
）。『
花
押
か
が
み
』
第
三
巻
四
四
頁
。
理
智
房
賢
定
は

西
南
院
第
五
世
、
蓮
躰
房
泰
然
は
賢
定
の
付
法
弟
子
で
、
西
南
院
第
六
世
（
以

上
、『
血
脈
中
院

　
　

』、『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。

二
四　

源
則
任
書
状　
　
　

第
一
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
四
六
・
八
糎　

第
二
紙
縦
三
一
・
三
糎

横
三
〇
・
二
糎

平
等
心
院
事
、
彼

（
信
智
）

（
端
裏
書
）

（
田
中
姫
君
）

〔
構
〕

〔
々
〕

（
信
智
）（

九
条
兼
実

室
、藤
原
兼
子
） 〔

御
菩
〕

〔
後
法
性
寺
〕

（
九
条
兼
実
）

〔
致
沙
汰
カ
〕

（
源
則
任
）

（
九
条
兼
実
室
、藤
原
兼
子
）

（
九
条
兼
実
）

（
九
条
道
家
）

（
源
兼
康
）

（
賢
定
）
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状
、
加
一
見
、
返
進
之
、

於
今
者
、
不
可
有
子
細
候
歟
、

御
教
書
可
申
進
候
、

先
々
被
仰
下
候
案
文
、

一
見
大
切
候
也
、
信
藝
呼

名
も
可
注
賜
候
、
彼
仁
」

又
上
洛
候
者
、
其
趣
も
可

申
談
候
歟
、
可
随

御
計
候
、
恐
々
謹
言
、

 　
「
弘
安
十
一
」「
年
」

　
　

四
月
廿
二
日　

則
任

「
前
宮
内
権
少
輔
返
事
」

　

〇 

付
年
号
は
二
つ
の
筆
蹟
か
ら
な
る
。
相
俊
房
信
藝
は
西
南
院
第
七
世
（『
金
剛

峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。
書
に
秀
で
、
高
野
版
の
版
下

を
書
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

二
五　

一
条
実
経
御
教
書　
　
　

第
一
紙
縦
三
一
・
三
糎

横
四
六
・
八
糎　

第
二
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
二
七
・
八
糎

「
円
明
寺
殿
」

高
野
山
平
等
心
院
□

聖
米
并
故
北
政
所
・

後
法
性
寺
殿
□
御

菩
提
用
途
事
、
賢
定

委
附
之
由
、
被
聞
□
了
、

任
光
明
峯
寺
殿
被

仰
置
之
旨
、
向
後
不
可
」

相
違
之
由
、
所
被
仰
下
也
、

仍
執
達
如
件
、

　

十
一
月
十
七
日　

前
信
濃
守
親
長

蓮
躰
房
阿
闍
梨
御
房

　

〇 

蓮
躰
房
泰
然
は
西
南
院
第
六
世
、
理
智
房
賢
定
は
西
南
院
第
五
世
（『
金
剛
峯

寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。
源
親
長
は
、
醍
醐
源
氏
、
兼
康

の
息
（『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇
四
五
九
頁
）。
一
条
家
の
諸
大
夫
。

二
六　

日
野
資
明
施
行
状　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
三
糎

横
四
七
・
四
糎

　
　
　
（
花
押
９
）

被
補
高
野
平
等
心
院

院
主
之
由
、
被
聞
食
了
、
大
泉

庄
役
供
料
事
、
任
例
、
可

致
其
沙
汰
之
旨
、
可
有
御

下
知
之
由
、
可
申
之
旨
候
也
、
仍

執
達
如
件
、

　
　

九
月
十
八
日　

前
肥
後
守
俊
有

謹
上　

帥
阿
闍
梨
御
房

　

〇 

二
七
号
「
日
野
資
明
施
行
状
」
と
関
係
が
あ
る
た
め
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）

に
比
定
し
た
。

二
七　

日
野
資
明
施
行
状　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
二
糎

横
四
八
・
八
糎

　
　
　
（
花
押
10
）

大
泉
庄
役
高
野
山

平
等
心
院
仏
聖
米
并

本
新
両
供
料
、
任
先
例
、

（
別
筆
１
）

（
別
筆
２
）（

源
）

（
押
紙
）

（
別
筆
）

（
一
条
実
経
）

〔
仏
〕

（
九
条
兼
実
室
、藤
原
兼
子
）

（
九
条
兼
実
）

〔
等
〕〔

食
カ
〕

（
九
条
道
家
）

（
源
）

（
泰
然
）（

日
野
資
明
）

（
和
泉

国
和
泉
郡
）

（
元
亨
二
年
カ
）

（
日
野
資
明
）

（
和
泉
国
和
泉
郡
）
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無
懈
怠
、
可
令
致
其
沙
汰

給
之
由
、
被
仰
下
候
也
、
仍
執
達

如
件
、

　

元
亨
二
年
八
月
十
五
日　

前
肥
後
守
俊
有
奉

謹
上　

預
所
殿

　

〇 

本
文
書
を
う
け
て
、
六
号
「
左
衛
門
尉
長
藤
請
文
」
が
発
給
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

二
八　

一
条
内
経
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
二
糎

横
四
三
・
六
糎

高
野
平
等
心
院
々
主
職
事
、

如
元
、
所
被
仰
付
也
、
早
存
其

旨
、
朝
夕
勤
行
、
無
懈
怠
、
可
被

勤
仕
之
由
、
御
気
色
如
此
、
仍

執
達
如
件
、

　
　

十
一
月
廿
六
日　

清
兼

　

按
察
律
師
御
房

　

〇 

原
本
で
は
追
而
書
が
続
く
が
、
内
容
・
筆
跡
か
ら
一
四
号
「
日
野
資
明
施
行
状
」

の
追
而
書
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
い
た
。「
平
等
心
院
供
養
料
文

書
（
仮
題
）」（
西
南
院
寺
蔵
文
書
、
第
五
九
函
）
の
写
に
は
、「
徳
治
元
年
」

の
付
年
号
が
あ
る
。
源
清
兼
は
、
醍
醐
源
氏
、
親
長
の
息
（『
尊
卑
分
脈
』
第

三
篇
四
五
九
頁
）。
一
条
家
の
政
所
別
当
を
つ
と
め
た
。『
金
剛
福
寺
文
書
』
に
、

清
兼
が
奉
者
を
つ
と
め
た
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
二
月
日
付
「
一
条
内
経
家

政
所
下
文
」「
一
条
内
経
家
奉
加
状
」（『
鎌
倉
遺
文
』
第
三
一
巻
第
二
三
九
〇

一
号
、
第
二
三
九
二
三
号
）
が
所
収
さ
れ
る
。

二
九　

一
条
家
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
三
糎

横
四
八
・
〇
糎

高
野
平
等
心
院
供
料

并
故
北
政
所
御
菩
提

用
途
等
事
、
信
智
委
附
之

旨
、
被
聞
食
了
、
不
可
有

相
違
之
由
、
所
被
仰
下
也
、

仍
執
達
如
件
、

　
　

三
月
三
日　

清
兼

　

中
納
言
阿
闍
梨
御
房

　

〇 

「
平
等
心
院
供
養
料
文
書
（
仮
題
）」（
西
南
院
寺
蔵
文
書
、
第
五
九
函
）
の
写

に
は
、「
建
武
」
の
付
年
号
が
あ
る
。「
中
納
言
阿
闍
梨
御
房
」
こ
と
賢
蓮
房
頼

珍
は
、
西
南
院
第
九
世
。
ま
た
、
道
明
房
信
智
は
、
西
南
院
第
八
世
（
以
上
、

『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。

三
〇　

一
条
家
経
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
三
糎

横
四
七
・
八
糎

高
野
平
等
心
院
供
料

并
代
々
御
菩
□
□

事
、
後
一
条
殿
被

仰
置
之
旨
、
不
可
□
□
、

□
摂
政
殿
御
気
色
如
此
、

仍
執
達
如
件
、

　

十
二
月
廿
三
日　

前
備

蓮
躰
房
阿
闍
梨
御
房

　

〇 

蓮
躰
房
泰
然
は
西
南
院
第
六
世
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師

歴
代
写
」）。

（
長
藤
カ
）

（
源
）

（
九
条
兼
実
室
、藤
原
兼
子
）

（
源
）

（
頼
珍
）

〔
提
料
〕

（
一
条
実
経
）

〔
相
違
〕

〔
前
〕

（
一
条
家
経
）

（
泰
然
）
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三
一　

一
条
内
経
御
教
書　
　
　

第
一
紙
縦
三
一
・
三
糎

横
四
四
・
七
糎　

第
二
紙
縦
三
一
・
三
糎

横
二
四
・
七
糎

大
泉
庄
悪
党
濫
妨
事
、

度
々
被
仰
下
候
了
、
所
詮
、

忩
追
出
彼
輩
、
可
令

全
所
務
給
、
且
又
高
野

山
平
等
心
院
供
僧
等
、
可
致

合
力
之
沙
汰
、
然
者
、
於
本

新
両
供
料
者
、
可
被
究

下
之
由
、
可
令
下
知
供
僧
等
」

給
之
由
、
被
仰
下
候
也
、
恐
々

謹
言
、

　
「
元
亨
二
年
」

　
　

八
月
廿
二
日　

清
兼
奉

　

謹
上　

権
弁
殿

　

〇
日
野
資
明
は
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
当
時
、
権
右
中
弁
（『
弁
官
補
任
』）。

三
二　

日
野
資
明
施
行
状　
　
　

本
紙
縦
三
一
・
二
糎

横
三
七
・
三
糎　

包
紙
縦
三
一
・
三
糎

横
三
・
八
糎

「
領
家
権
弁
殿
御
教
書
案
、
付
元
亨
二
年
八
月
廿
三
日
、
同
廿
七
日
到
来
」

大
泉
庄
悪
党
濫
妨
事
、

殿
下
御
教
書
如
此
、
任

被
仰
下
之
旨
、
供
僧
・
預
所

相
共
、
可
令
追
出
彼
輩
給
之
由
、

権
弁
殿
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　

八
月
廿
三
日　

前
肥
後
守
俊
有
奉
　

謹
上　

高
野
平
等
心
院
々
主
御
房

　

〇 

本
文
書
は
、
三
一
号
「
一
条
内
経
御
教
書
」
を
う
け
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

三
三　

九
条
兼
実
御
教
書　
　
　
　
　
　
縦
三
一
・
一
糎

横
四
八
・
三
糎

高
野
平
等
心
院
并
房

舎
・
資
財
等
、
永
附
属
□

山
々
籠
賢
性
之
由
、
聞
食

了
、
彼
院
可
為　

中
宮
御

祈
願
所
云
々
、
仍
同
被
啓
事

由
了
、
向
後
更
不
可
有

牢
籠
、
早
可
令
存
此
旨
給
者
、

御
気
色
如
此
、
仍
執
啓
如
件
、

 　
「
建
久
八
丁
巳

　
　

」

　
　
　

 

後
六
月
八
日　

権
左
少
弁
（
花
押
11
）

謹
上　

高
野
律
師
御
房

　

〇 

本
文
二
行
目
の
虫
損
箇
所
は
、
一
見
し
て
「
當
」
の
残
画
の
よ
う
に
見
え
る
（
口

絵
図
版
参
照
）
が
、
近
世
に
書
写
さ
れ
た
「
平
等
心
院
太
政
官
牒
并

　

院
宣
写
本

　
　

」

（
西
南
院
寺
蔵
文
書
、
第
五
九
函
）
に
は
「
南
」
と
明
記
す
る
。
修
理
の
際
に

文
字
が
動
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
進
律
師
信
助
は
西
南
院
第
三
世
、
成
覚
房

賢
性
は
西
南
院
第
四
世（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』巻
六「
先
師
歴
代
写
」）。

三
四　

重
通
添
状　
　
　
　
　
　
縦
二
九
・
四
糎

横
三
六
・
六
糎

一
日
御
書
、
令
進
一
条

殿
候
之
処
、
前
宮
内
権
少

輔
奉
書
、
如
此
候
、
委
被
載

（
和
泉
国
和
泉
郡
）

（
別
筆
）

（
源
）

（
日
野
資
明
）

（
包
紙
ウ
ハ
書
）

（
日
野
資
明
）

（
和
泉
国
和
泉
郡
）

（
一
条
内
経
）

（
元
亨
二
年
）

〔
南
〕

（
九
条
任
子
）

（
別
筆
）

（
藤
原
長
房
）

（
信
助
）

（
内
実
カ
）

（
源
則
任
）
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御
返
事
候
而
可
給
候
、
忩
々

可
令
進
上
候
、
以
此
旨
、
可
令

披
露
給
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

十
月
十
日　

重
通

弁
僧
都
御
房

　

〇 

本
文
書
に
見
え
る
「
前
宮
内
権
少
輔
奉
書
」
と
は
、
一
六
号
「
一
条
内
実
御
教

書
」
を
指
す
か
。

〔
西
南
院
文
書
〕
第
三
巻　
　
　
　
　
　
本
巻
は
焼
損
の
た
め
全
通

が
採
寸
不
能
で
あ
る
。　

三
五　

金
剛
峯
寺
西
南
院
敷
地
宛
行
状

「
西
南
院
敷
地
宛
文　

三
通
之
内
」

金
剛
峯
寺

　

奉
宛　

西
南
院
地
事

　
　

長
安
入
寺
三
宝
房

　
　
　

房
跡
并
北
東
空
地
等

　
　
　

四
至
限
東
道
勝
房
垣
根
山
尾
、限
南
山
横
道
前
山
、

限
西
山
門
路
、　　
　
　

限
北
谷
、　　
　

右
、
件
長
安
入
寺
之
没
官
地
并
近
辺

空
地
等
、
依　

長
者
権
僧
正
御
房　

仰
、

永
所
奉
充　

大
進
律
師
御
房
如
件
、

　
　

文
治
五
年
八
月　

日　

行
事
入
寺
（
花
押
12
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
預
山
籠
（
花
押
13
）

　
　
　
　
　
　
　
　

検
校
阿
闍
梨
（
花
押
14
）

　

〇 

三
宝
房
長
安
は
西
南
院
第
二
世
、
大
進
律
師
信
助
は
西
南
院
第
三
世
（『
金
剛

峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。『
高
野
山
先
哲
灌
頂
記
録
』

に
よ
れ
ば
、
長
安
は
宗
恵
の
付
法
弟
子
で
あ
っ
た
。
本
文
書
に
つ
い
て
は
、
和

多
秀
乘
「
高
野
山
文
書
の
こ
と
な
ど
」（『
鎌
倉
遺
文
』
月
報
一
三
、
東
京
堂
出

版
、
一
九
七
七
年
）
参
照
。

三
六　

成
真
書
状

先
日
度
々
所
令
申
候

土
州
頼
高
訴
陳
状
、
令
進

覧
之
候
、
任
道
理
、
御
成
敗
□

者
、
尤
可
為
本
意
候
歟
、
子
細
具

于
状
、
此
上
御
不
審
事
等
候
者
、

頼
高
令
参
上
候
、
委
可
被
召
問

候
歟
、
他
事
期
後
信
候
、
恐
々

謹
言
、

　
　
　

五
月
十
一
日　

成
真

　

平
等
心
院
御
房

三
七　

高
野
山
西
南
院
関
係
文
書
案

「
長
安
三
宝
房

　
　
　

譲
状
」

（
１
）
金
剛
峯
寺
西
南
院
敷
地
宛
行
状
案

金
剛
峯
寺

　

奉
宛　

西
南
院
地
事

　
　

長
安
入
寺
三
宝
房

　
　
　

房
跡
并
北
東
空
地
等

　
　
　

四
至
在
本
文
書
、

　
　
　
　
　

右
、
件
長
安
入
寺
之
没
官
地
并
近
辺
空
地
等
、

依　

長
者
権
僧
正
御
房　

仰
、
永
所
奉
充　

大
進

律
師
御
房
如
件
、

（
端
裏
書
）

「
俊
證
」（
ト
モ
ニ
別
筆
）

「
第
四
十
」

（
信
助
）

（
理
賢
）

〔
候
〕

（
端
裏
書
）

（
俊
證
）

（
信
助
）
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文
治
五
年
八
月　

日　

行
事
入
寺
判
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
預
山
籠
判
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

検
校
阿
闍
梨
判
　

　

〇
三
五
号
「
金
剛
峯
寺
西
南
院
敷
地
宛
行
状
」
の
写
。

（
２
）
賢
定
置
文
案

和
泉
国
大
泉
庄
供
米
四
十
四
石
四
斗
之
内
、
三
十
石
者
、
仏
聖
米
也
、

十
四
石
四
斗
者
、
故　

北
政
所
御　

用
途
也
、
以
之
為
本
、
高
野
米
、
泰
然

阿
闍
梨
之
後
、
一
向
経
賢
可
領
知
之
、
又
新
高
野
米
十
八

石
之
内
、
十
二
石
者
、
故　

田
中
殿
御　

用
途
、
三
石
者
、
若
君
御

前
御　

用
途
、
三
石
、
六
条
殿
御
局　

用
途
也
、

賢
定
之
後
、
経
賢
皆
可
相
伝
領
掌
、
且
自
当
時
子
細

申
入
両
御
所
、
向
後
無
違
乱

4

4

之
様
、
可
有
其
沙
汰
也
、
仍
為
證
文
、

委
所
注
置
之
状
、
如
件
、

　
　
　
　

弘
安
元
年
戊刁
九
月
十
七
日　

賢
定
在
判

　
　

　
　
　
　

住
吉
殿
之
御
時
、
春
日
殿
ト
申
人
ニ
付
テ
沙
汰
ヲ
致
事
ア
リ
。
其
時
本
ノ

　
　
　
　

重
書
多
通
證
文
遣
之
処
ニ
、

　

其
後
兎
角
心
得
テ
文
書
ヲ

　
　
　
　

不
被
返
之
間
、
少
々
敷
□
之
中
、
新
高
野
米
等
之
支
□
ア
ル
歟
、

　

〇 

理
智
房
賢
定
は
西
南
院
第
五
世
、
蓮
躰
房
泰
然
は
西
南
院
第
六
世
。「
住
吉
殿
」

を
泰
然
に
推
定
し
た
の
は
、
彼
が
摂
津
住
吉
の
生
れ
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
（
以

上
、『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。

三
八　

後
宇
多
法
皇
御
幸
供
奉
人
交
名

「
御
幸
供
奉
治
定
衆
」

御
幸
供
奉
治
定
衆

春
宮
大
夫
師
信

　
　　

権
中
納
言
大
納
言
入
道

隆
光
子　

前
左
兵
衛
督
教
定

　
　

　
　

已
上
、
公
卿
三
人
、

春
宮
亮
隆
長

　
　　

春
宮
大
進
経
宣

　
　

左
中
弁
光
経

　
　　

五
辻
三
位
忠
氏

　
　

已
上
、
殿
上
人
四
人
、

　

上
童
一
人
阿
賀
丸
経
継
息

 

中
納
言

上
北
面

　

左
馬
頭
家
重

下
北
面

秀
国　
　
　
　
　
　

藤
原
秀
雅

惟
宗
行
平　
　
　
　

藤
原
光
高

橘
基
国　
　
　
　
　

藤
原
信
賢　

」

惟
宗
長
行　
　
　
　

藤
原
重
村

橘
成
国

　

召
次
所

秦
久
長　
　
　
　
　

同
久
利

　

医
師

尚
忠
主
計
頭

　
　
　

　

僧
綱

道
順
法
印　
　
　
　

信
朝
僧
都

道
我
法
印　
　
　
　

禅
円
法
印

実
助
僧
都　
　
　
　

貞
空

信
助
僧
都

正
和
二
年
癸丑
八
月
八
日
御
幸
、
十
六
日
御
還
御
4

4

、

（
理
賢
）

（
和
泉
郡
）

（
九
条
兼
実
室
、藤
原
兼
子
）

〔
菩
提
〕

〔
×　
　

〕

□×
□×

（
泰
然
カ
）

〔
證
カ
〕

（
端
裏
書
）

（
後
宇
多
法
皇
）（

花
山
院
）

（
藤
原
）

（
吉
田
）

（
中
御
門
）

（
九
条
）

（
中
御
門
）

　

左
渡
左
衛
門
大
夫

〔
佐
〕

（
橘
）

石
見
四
郎
左
衛
門
尉

上
総
判
官

伊
賀
左
衛
門
尉

佐
渡
左
衛
門
尉

一
岐
新
左
衛
門
尉

〔
壱
〕

（
上
段
）

上
総
左
衛
門
尉

石
見
四
郎
兵
衛
尉

左
渡
兵
衛
尉

〔
佐
〕

左
判
官

左
符
生

〔
府
〕

（
丹
波
）

一
内
大
臣　

西
南
院

五

殿

二

大
納
言

六

大
納
言 

南
勝
院

三

大
納
言

七

按
察
阿
闍
梨

四

太
政

〔
×　
　

〕

□×
□×
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○ 
本
文
書
は
も
と
折
紙
で
あ
っ
た
が
、
成
巻
の
際
に
中
央
を
断
ち
切
り
、
文
字
方

向
を
合
わ
せ
て
上
下
に
貼
り
継
い
で
い
る
。
な
お
、
関
係
史
料
に
『
後
宇
多
院

御
幸
記
』（
続
群
書
類
従
帝
王
部
）
が
あ
る
。

三
九　

鶴
岡
八
幡
宮
寺
尊
勝
仏
供
僧
職
補
任
状

鶴
岳
八
幡
宮
寺

　

補
任　

神
宮
寺
尊
勝
仏
供
僧

　
　
　
　

職
事

　
　
　
　
　

権
律
師
乗
弁

右
、
任
乗
恵
法
印
今
月
十
八
日
譲
状
、

所
補
任
也
、
早
守
先
例
、
可
令

相
従
寺
役
之
状
、
如
件
、

　

永
和
四
年
八
月
廿
四
日

別
当
前
僧
正
（
花
押
15
）

　

○ 

弘
賢
は
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
六
月
に
鶴
岡
八
幡
宮
寺
の
別
当
と
な
り
、

応
永
十
七
年
（
一
四
一
〇
）
五
月
に
入
滅
す
る
ま
で
、
長
く
在
任
し
た
（『
鶴

岡
八
幡
宮
寺
諸
職
次
第
』
第
一
「
社
務
次
第
」）。『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』

巻
六
「
先
師
歴
代
写
」
は
、
弘
賢
を
西
南
院
の
第
十
三
世
・
第
十
四
世
の
間
の

一
代
と
す
る
が
、
同
時
代
史
料
に
は
弘
賢
と
西
南
院
の
関
係
を
示
す
徴
証
は
確

認
で
き
な
い
。
本
文
書
と
四
〇
号
「
弘
賢
書
状
」
の
二
通
が
西
南
院
に
入
っ
た

背
景
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
「
解
題
」
参
照
。
な
お
、『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
諸
職

次
第
』
第
卅
五
「
尊
勝
仏
一
口
」
の
乗
弁
の
項
に
「
永
和
四
八
十
八
依
二
乗
恵

譲
一
、
同
八
月
廿
四
西
南
院
前
大
僧
正
坊
弘
賢
補
任
」
と
あ
る
の
は
、
本
文
書

の
記
載
と
合
致
す
る
。

四
〇　

弘
賢
書
状

「
弘
賢
」

当
社
八
幡
宮
供
僧
職
林
東
坊

事
、
任
譲
状
旨
、
令
補
任

弘
俊
阿
闍
梨
候
、
為
御
心
得
、

令
啓
候
、
恐
々
謹
言
、

　

四
月
十
日　

弘
賢
（
花
押

　）

　

進
之
候
、

　

○ 

前
号
と
同
じ
く
、
鶴
岡
八
幡
宮
寺
供
僧
職
に
関
係
す
る
文
書
。『
鶴
岡
八
幡
宮

寺
諸
職
次
第
』
第
三
「
林
東
坊
」
お
よ
び
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
供
僧
次
第
』
上
「
林

東
坊
」
に
よ
れ
ば
、
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
二
月
七
日
に
頼
円
が
林
東
坊
供

僧
職
を
弘
俊
に
譲
与
し
、
同
年
四
月
十
日
に
別
当
の
弘
賢
が
弘
俊
を
供
僧
に
還

補
し
て
い
る
。
こ
の
記
載
に
基
づ
い
て
本
文
書
の
年
代
比
定
を
行
な
っ
た
。

四
一　

頼
智
譲
状

「
頼
智
禅
蓮
房
仁
譲
与
状　

拾
壹
」

譲
与　
　
　

処
分
事

　
　
　
　
　
　
　
平
等
心
院
御
堂
・
聖
教

三
十
五
日
禅
蓮
房　
　
　
　
　
　
　
　

 

真
国
庄
内　
　

土
師
川
村
壹
所

　
　
　
　

禅
慶
房　

光
寿
院
講
田
弐
段
小
、

四
十
九
日
定
真
　々

野
上
庄
佐
々
村
内
池
田
壹
段
、

百
ケ
日　

石
橋
殿

右
、
件
之
御
堂
・
坊
舍
等
者
、
先
師
相
伝
之
所
也
、
雖
然
、
死
去

刻
、
頼
智
被
譲
与
之
、
其
後
、
頼
智
為
存
命
不
定
間
、
是
院
家

（
別
筆
）「
西
南
院
首
弘
賢
」

〔
主
〕

（
端
裏
書
）

（
鶴
岡
）

（
応
永
六
年
）

16

（
端
裏
書
）

（
定
成
）

并
坊
舎
・
使
才
具
等
院
家
領

少
名
田
等
、在
券
文
、皆
在
之
、可
令
進
退
領
掌
也
、

〔
資
財
〕

（
紀
伊
国
那
賀
郡
）　

＼

〔
房
〕
（
紀
伊
国
那
賀
郡
）
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禅
蓮
房
仁
　

譲
与
渡
所
実
也
、
無
他
妨
、
可
令
進
退
領
掌

者
也
、
仍
為
後
日
、
證
文
之
譲
与
状
、
如
件
、

　
　

正
平
廿
三
年
戊申
十
一
月
廿
八
日　

権
律
師
頼
智
（
花
押
17
）

　

○  

禅
仙
房
頼
智
は
西
南
院
第
十
二
世
、
禅
蓮
房
定
成
は
西
南
院
第
十
三
世
（『
金

剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。

四
二　

楠
木
正
儀
国
宣

「
楠
木
殿
国
宣
」

高
野
平
等
心
院
領
大
泉
庄

内
高
野
米
事
、
如
定
成
申
状
者
、

貞
秀
引
籠
当
年
下
知
、
押
妨

高
野
米
云
々
、
如
貞
秀
陳
状
者
、
預

置
当
院
於
定
成
云
々
、
所
詮
、
於
彼

院
主
実
否
者
、
宜
為
一
山
之
計
歟
、

先
付
当
坊
主
、
可
被
遵
行
定
成
也
、

仍
執
達
如
件
、

　

永
和
三
年
十
二
月
九
日　

中
務
大
輔
（
花
押
18
）

　
　

伊
与
守
殿

　

○ 

佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
上
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六

七
年
）
二
五
頁
は
、
本
文
書
の
端
裏
書
に
注
目
し
て
、
発
給
者
の
楠
木
正
儀
が

和
泉
国
主
の
座
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
あ
わ
せ
て
正
儀
が
同
国
の
守
護
で

も
あ
っ
た
と
論
ず
る
。
本
文
書
に
よ
れ
ば
、
貞
秀
が
高
野
米
を
押
妨
し
た
と
い

う
訴
え
が
定
成
か
ら
出
さ
れ
、
楠
木
正
儀
は
一
族
の
楠
木
正
顕
に
定
成
へ
の
遵

行
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
一
件
の
発
端
は
未
詳
だ
が
、「
彼
院
主
実
否
」
に
つ

い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
泉
荘
の
高
野
米
に
と
ど
ま
ら
ず
、
平

等
心
院
の
院
主
職
を
め
ぐ
っ
て
熾
烈
な
相
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
な
お
、
禅
蓮
房
定
成
は
、
西
南
院
第
十
三
世
（『
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』

巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。
正
平
二
十
三
年
（
応
安
元
年
、
一
三
六
八
）
十
一
月

に
禅
仙
房
頼
智
（
西
南
院
第
十
二
世
）
よ
り
平
等
心
院
を
譲
与
さ
れ
（
四
一
号

「
頼
智
譲
状
」）、
元
中
二
年
（
至
徳
二
年
、
一
三
八
五
）
七
月
に
禅
慶
房
定
秀

に
平
等
心
院
を
譲
与
し
て
い
る
（
四
三
号
「
定
成
譲
状
」）。

四
三　

定
成
譲
状

譲
渡　

平
等
心
院
々
主
職
事

　

合
御
堂
并
坊
舎
・
院
領
・
資
財
等

右
、
件
院
家
者
、
定
成
先
師
相
伝
之

遺
跡
也
、
然
自
幼
少
依
為
師
弟
契
約
、

彼
院
家
於
　

禅
慶
房
仁
　

代
々
長
帳
等

副
相
譲
与
所
実
也
、
是
一
重
仏
法
相
続
、

為
院
家
興
隆
之
、
仍
為
後
日
、
證
文
之
譲
状

如
件
、

　
　

元
中
二
年
乙丑
七
月
廿
四
日　

入
寺
定
成
（
花
押
19
）

　

○ 

禅
蓮
房
定
成
は
西
南
院
第
十
三
世
、
禅
慶
房
定
秀
は
西
南
院
第
十
四
世
（『
金

剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
』
巻
六
「
先
師
歴
代
写
」）。

（
端
裏
書
）

（
和
泉
国
和
泉
郡
）

（
楠
木
正
儀
）

（
楠
木
正
顕
）

（
頼
智
）

（
下
ニ
ス
リ
ケ
シ
ア
リ
）

（
定
秀
）

（
マ
マ
）

『
西
南
院
文
書
』
第
一
巻
～
第
三
巻 

花
押
集
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『
西
南
院
文
書
』
第
一
巻
～
第
三
巻 

花
押
集

１　

小
槻
季
継

５　

沙
弥
某

10　

日
野
資
明

15　

弘
賢

２　

俊
有

６　

日
野
資
明

11　

藤
原
長
房

16　

弘
賢

３　

長
藤

７　

源
則
任

12　

行
事
入
寺
某

17　

頼
智

４　

前
民
部
少
輔

８　

源
兼
康

13　

年
預
山
籠
某

18　

楠
木
正
儀

９　

日
野
資
明

14　

理
賢

19　

定
成
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重要文化財『西南院文書 十一巻』所収文書・記録・聖教一覧
凡例
○本目録は、重要文化財『西南院文書 十一巻』に所収された文書・記録・聖教の一覧である。
○各項目の内容は、以下の通りである。
　番　号　新たに通し番号を付した。例えば、１-１は第１巻第１号を示す。
　年月日　 月の異名などは適宜改め、干支は省いた。付年号は「 」記号で示し、推定年号は（ ）記号によって示した。
　文書名　発給者と様式によって文書名を付した。
　備　考　関係する情報や年代推定の根拠を示した。
　翻　刻　 既往の刊本の情報を示した。略称は次の通り。『高野』6-△△△：高野山史編纂所（中田法寿）編『高野山文書』

第６巻 旧学侶方一派文書△△△号（歴史図書社版では第３巻）、『鎌遺』○-△△△△：竹内理三編『鎌倉遺文』○
巻△△△△号、『岡山』4-備福-○○：藤井駿・水野恭一郎共編『岡山県古文書集』第４輯「備前 福生寺関係文書」
○○号、『大日史』○－△△ ○○.△△.□□：『大日本史料』第○編之△△ ○○年△△月□□日条所引

番号 年　月　日 文　書　名 備　　考 翻　　刻

１-１ 嘉禎元年12月30日 太政官牒 字面に「太政官印」３顆を捺す。『高野』6-298、『鎌遺』7-4880、
『大日史』5-10 嘉禎元．12．30

１-２ （年未詳）10月12日 源則任書状 『高野』6-313、『鎌遺』28-21392

１-３ 「嘉暦元年」９月７日 左衛門尉宗連奉書 『高野』6-330、『鎌遺』38-29603

１-４ 嘉暦元年８月21日 日野資明施行状 『高野』6-329、『鎌遺』38-29590

１-５ （年未詳）11月13日 摂関家御教書 『高野』6-322、『鎌遺』36-28229

１-６ 「元亨２年」８月15日 左衛門尉長藤請文 『高野』6-325、『鎌遺』36-28139

１-７ （年未詳）12月１日 前摂政家御教書

「平等心院太政官牒并院宣写本」
（西南院寺蔵文書、第59函）の
写には、「永享十午」の付年号
がある。

『高野』6-316

１-８ （元亨２年）８月23日 日野資明書状案
６号「左衛門尉長藤請文」と内
容的に関係することから、元亨
２年に比定。

『高野』6-326、『鎌遺』36-28156

１-９ 仁治４年正月27日 九条道家御教書案 23号「九条道家御教書」の案文。

１-10 （元亨２年４月～同３年８月７日） 和泉国大泉荘相伝系図 『高野』6-314、『鎌遺』36-28011

１-11 （年未詳）２月５日 賢性書状案

本文書は年紀を欠くが、賢性は
貞応２年12月９日に入寂してい
る（『血脈 中院』）ので、年紀
の下限は貞応２年となる。

『高野』6-303、『鎌遺』8-5363お
よび36-28257（重複）

２-12 （年未詳）10月４日 源則任書状
原本では追而書が続くが、17号
「九条道家御教書」のものと考
えられる。

『高野』6-310、『鎌遺』28-21390

２-13 （年未詳）７月11日 宜秋門院（九条任子）
令旨 『高野』6-304、『鎌遺』8-5361

２-14 （年未詳）11月27日 日野資明施行状
追而書は、原本では28号「一条
内経御教書」に続くが、本文書
のものと考えられる。

『高野』6-324、『鎌遺』36-28256

２-15 （年未詳）８月７日 源則任書状 『高野』6-300、『鎌遺』8-6152

２-16 「乾元２年」３月19日 一条内実御教書 『高野』6-309、『鎌遺』28-21389

２-17 （年未詳）２月27日 九条道家御教書
追而書は、原本では12号「源則
任書状」に続くが、本文書のも
のと考えられる。

『高野』6-302、『鎌遺』8-5362お
よび36-28258（重複）

２-18 「元亨２年」８月９日 日野資明請文 『高野』6-315、『鎌遺』36-28131

２-19 「正応元年」12月18日 源則任書状 『高野』6-308、『鎌遺』22-16831

２-20 （年未詳）11月４日 一条家御教書 『高野』6-319

２-21 （年未詳）３月20日 一条家御教書 『高野』6-318
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２-22 弘安11年４月26日 一条家経御教書 『高野』6-301、『鎌遺』22-16590

２-23 仁治４年正月27日 九条道家御教書 ９号「九条道家御教書案」は、
本文書の案文。

『高野』6-299、『鎌遺』8-6151、
『大日史』5-16 寛元元．正．27

２-24 「弘安11年」４月22日 源則任書状 付年号は二つの筆蹟からなる。 『高野』6-307、『鎌遺』22-16577

２-25 （年未詳）11月17日 一条実経御教書 『高野』6-306、『鎌遺』36-28260

２-26 （元亨２年）９月18日 日野資明施行状
日野資明の袖判あり。27号「日
野資明施行状」と関係があるた
め、元亨2年に比定。

『高野』6-321、『鎌遺』36-28175

２-27 元亨２年８月15日 日野資明施行状 日野資明の袖判あり。 『高野』6-320、『鎌遺』36-28138

２-28 （年未詳）11月26日 一条内経御教書

原本では追而書が続くが、14号
「日野資明施行状」のものと考
えられる。「平等心院供養料文
書（仮題）」（西南院寺蔵文書、
第59函）の写には、「徳治元年」
の付年号がある。

『高野』6-323、『鎌遺』36-28246

２-29 （年未詳）３月３日 一条家御教書
「平等心院供養料文書（仮題）」
（西南院寺蔵文書、第59函）の
写には、「建武」の付年号がある。

『高野』6-305、『鎌遺』36-28259

２-30 （年未詳）12月23日 一条家経御教書 『高野』6-317

２-31 「元亨２年」８月22日 一条内経御教書 『高野』6-327、『鎌遺』36-28153

２-32 （元亨２年）８月23日 日野資明施行状
包紙ウハ書に、「領家権弁殿御
教書案、付元亨二年八月廿三日、
同廿七日到来」とあり。

『高野』6-328、『鎌遺』36-28155

２-33 「建久８年」閏６月８日 九条兼実御教書 『高野』6-297、『鎌遺』2-928、『大
日史』4-5 建久８．閏６．８

２-34 （年未詳）10月10日 重通添状 『高野』6-311、『鎌遺』28-21391

３-35 文治５年８月日 金剛峯寺西南院敷地宛
行状 焼損あり。 『鎌遺』補遺1-補89

３-36 （年未詳）５月11日 成真書状 焼損あり。 『高野』6-312

３-37 文治５年８月日
高野山西南院関係文書
案⑴金剛峯寺西南院敷
地宛行状案

焼損あり。35号「金剛峯寺西南
院敷地宛行状」の案文。

弘安元年９月17日 高野山西南院関係文書
案⑵賢定置文案 焼損あり。

３-38 （正和２年） 後宇多法皇御幸供奉人
交名

焼損あり。もと折紙であったが、
成巻の際に中央を断ち切り、文字
方向を合わせて上下に貼り継ぐ。

３-39 永和４年８月24日 鶴岡八幡宮寺尊勝仏供
僧職補任状 焼損あり。

３-40 （応永６年）４月10日 弘賢書状 焼損あり。

３-41 正平23年11月28日 頼智譲状 焼損あり。

３-42 永和３年12月９日 楠木正儀国宣 焼損あり。 『高野』6-331、『大日史』6-50 永
和３．12．９

３-43 元中２年７月24日 定成譲状 焼損あり。

４-44 応永22年７月13日 高野山西院院内集会評
定事書 焼損あり。 『大日史』7-23 応永22年 年末雑

載社寺の条

４-45 応永32年11月18日 定秀譲状 焼損あり。

４-46 永享６年３月22日 深忠譲状 焼損あり。

４-47 永享７年10月16日 祐舜譲状 焼損あり。
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４-48 永享７年10月16日 祐舜譲状 焼損あり。

４-49 永享10年３月21日 長誉譲状 焼損あり。

４-50 応仁元年６月15日 良重・尭誉神供送状 焼損あり。

４-51 文明８年９月24日 俊善付法状 焼損あり。

４-52 明応７年閏10月18日 俊善霊供米置文案 焼損あり。

４-53 （明応７年）閏10月18日 俊善譲状 焼損あり。

４-54 明応８年８月22日 仙海讓状 焼損あり。

５-55 永正11年2月26日 良憲譲状

５-56 永正15年８月１日 金剛峯寺権律師補任状

５-57 永正15年８月12日 忠海譲状

５-58 永正15年８月21日 忠海譲状

５-59 永正15年８月28日 金剛峯寺権少僧都補任状

５-60 永正15年９月16日 金剛峯寺権大僧都補任状

５-61 永禄９年正月 俊海譲状

５-62 天正３年４月日 良深譲状
本文書の年付には「甲戌」とあ
るが、天正３年の干支は「乙亥」
であるので検討を要する。

５-63 天正５年７月２日 高野山西院来迎堂尊像
修復願文

５-64 天正17年 宣宥宝塔院合力証文案 『高野』6-333

５-65 文禄２年12月22日 下古佐布村百姓米借用状

５-66 文禄２年８月５日 良範灌頂法物送進状

５-67 文禄２年８月４日 宥賢書状

６-68 慶長７年10月９日 応宣書状 焼損あり。

６-69 慶長８年２月15日 頼旻道具請取状 焼損あり。

６-70 慶長８年10月16日 金剛峯寺無量寿院権律
師補任状 焼損あり。

６-71 慶長８年10月16日 金剛峯寺無量寿院権少
僧都補任状 焼損あり。

６-72 慶長８年11月16日 応宣預状 焼損あり。

６-73 慶長13年４月16日 讃岐志度寺西林坊・常
楽坊銀子返済証文 焼損あり。

６-74 慶長12年８月11日 秀弁銀子借用証文 焼損あり。本文書は、全面が毀
破されている。

６-75 慶長15年正月11日 金剛峯寺小集会衆連署
事書 焼損あり。 『高野』6-336、『大日史』12-６ 慶

長14．８．28

６-76 慶長17年９月24日 勢算金子借用証文 焼損あり。
『高野』6-334、『大日史』12-10 慶
長17年 年末雑載 売買貸借勘定の
条

６-77 慶長17年７月２日 仁和寺宮覚深法親王令旨 焼損あり。

６-78 （慶長18年） 良尊覚書

焼損あり。年紀を欠くが、80号
「仁和寺宮覚深法親王令旨」に
関わる内容であるため、慶長18
年に比定。

６-79 慶長17年８月13日 勢算銀子借用証文 焼損あり。
『高野』6-332、『大日史』12-10 慶
長17年 年末雑載 売買貸借勘定の
条
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〔付記〕　 本研究に御協力いただき、『西南院文書』の翻刻・図版掲載や『西南院調査目録』の利用を御許
可くださった、和田友伸師（西南院上綱）に深甚の謝意を表する。また、原本調査に御高配を賜っ
た高野山霊宝館、調査・撮影に御協力くださった渡邉正男・山家浩樹・末柄豊・木村真美子の
諸先生にも、厚く御礼を申し上げる。

　　　　 　なお、本稿は、東京大学史料編纂所共同利用・共同研究拠点における一般共同研究「高野山
西南院文書の調査・研究―高野山伝来史料の研究資源化にむけて―」（2018・2019年度）の成果
の一部である。また、坂口がJSPS科研費の助成を受けている「聖教から見た鎌倉後期の公武権
力と真言密教」（若手研究、課題番号18K12512）の成果も含まれている。

６-80 慶長18年３月21日 仁和寺宮覚深法親王令旨 焼損あり。

６-81 慶長19年４月15日 江戸幕府伝馬手形

字面に伝馬朱印左半割印１顆を
捺す。割印の印文は、「伝馬無
相違可出者也」。『大日本史料』
12-17 慶長19年 年末雑載 駅遞
交通の条によれば、本文書に「慶
長十九年、高野衆御論議下向之
時、江戸将軍様伝馬御朱印」と
記す包紙があったというが、現
在は確認できない。

『高野』6-337、『大日史』12-17 慶
長19年 年末雑載 駅遞交通の条

７-82 （天正14年）２月１日 木食応其書状 焼損あり。 『岡山』4-備福-1

７-83 （天正14年）２月１日 木食応其書状案 焼損あり。 『岡山』4-備福-2

７-84 （天正14年）２月１日 木食応其書状案 焼損あり。82号「木食応其書状」
の案文。

７-85 （年未詳）４月１日 木食応其書状案
焼損あり。もと折紙であったが、
成巻の際に中央を断ち切り、文字
方向を合わせて上下に貼り継ぐ。

『岡山』4-備福-3

７-86 （年未詳）８月13日 木食応其書状 焼損あり。 『岡山』4-備福-10

７-87 （年未詳）４月３日 宣宥書状 焼損あり。 『岡山』4-備福-4

７-88 （年未詳）４月11日 福生寺某書状 焼損あり。 『岡山』4-備福-5

７-89 （年未詳）４月12日 備前熊山門中書状 焼損あり。 『岡山』4-備福-6

７-90 （年未詳）８月26日 難波常慶書状 『岡山』4-備福-9

７-91 （年未詳）８月26日 薬王寺・福生寺某書状 焼損あり。 『岡山』4-備福-7・8

７-92 （年未詳）11月23日 西笑承兌書状
焼損あり。もと折紙であったが、
成巻の際に中央を断ち切り、文字
方向を合わせて上下に貼り継ぐ。

『岡山』4-備福-11

７-93 （年未詳）12月19日 池田正時書状 『岡山』4-備福-12

８-94 貞応２年11月日 平等心院寺中知行注文 元禄３年４月15日の成信による
「勘物」あり。 『鎌遺』5-3184

９-95 元応二年大塔供養記録 元応２年４月22日成立。記主は
慶瑜。鎌倉時代の写本か。

10-96 寛治二年高野御幸記 記主は藤原通俊。鎌倉時代の写
本か。

和多昭夫（秀乘）「西南院蔵『寛
治二年白河上皇高野御幸記』」
（『密教文化』51、1960年）、「増
補続史料大成」18、五来重編『山
岳宗教史研究叢書３ 高野山と真
言密教の研究』（名著出版、1978年）

11-97 正治元年10月 高野山先哲灌頂記録 原本。 「続真言宗全書」41 史伝部⑻




